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第１回定例会議事日程（第３号） 

 

第１ 一般質問 

  東 育代君 

   １．子育て環境の整備について 

    （１）県では毎月19日を「育児の日」としているが、本市の取り組みと現状について伺

う。 

    （２）子育て支援パスポート協賛店登録と利用状況について伺う。 

    （３）空き店舗を「子育てサロン」などに活用することで、商店街の活性化に期待でき

ると思うが見解を伺う。 

   ２．海浜児童センターの活用について 

    （１）利用者が減少しているが、現状について伺う。 

    （２）長崎鼻公園と一体化した「子どもの森」として整備できないか伺う。 

   ３．いちき串木野市長として２期目、その最終年度に当たっての実績について 

     いちき串木野市長として２期目の最終年度に当たり、マニフェストの実績をどのよう

に自己評価しているか。 

  枇榔秋信君 

   １．農地の保全対策について 

    （１）高齢化により長年先祖から受け継いできた田・畑が耕作できなくなり休耕地にな

りつつある。特に羽島白浜地区は耕作者が高齢になり、ブランド的な存在の馬鈴薯

の作付が激減の傾向にあるが、具体的な対策を伺う。 

    （２）この様な状況から、一案としてオーナー制度を取り入れた観光農園等の活用は考

えられないか伺う。 

    （３）担い手農業の実情と業種について伺う。 

   ２．移動販売業者への支援について 

     過疎化が進んでいる中、買い物に行けない高齢の方々に、日々食糧品や日用品、雑貨

等を長年届けて来た移動販売業者は、集落の人口が少なくなりこのままでは存続が危ぶ

まれている。支援等の対策はできないものか伺う。 

   ３．遠洋マグロ漁船の燃油高騰や魚価の下落など、危機的状況への対策について 

    （１）政権が変わりデフレ脱却の対策で株価の上昇、円安等になった反面、遠洋マグロ

漁船は大変厳しい状況にある。燃油の高騰や魚価の下落等、大きな打撃を受けてい

るが、市としての対策を伺う。 

    （２）漁船員の実態について伺う。 

  宇都耕平君 

   １．各課の人員配置について 

    （１）本市の現在の職員数は適当か。 

    （２）専門性を持った人材、技術者が必要と思うが考えを伺う。 

   ２．本市のＰＲ策について 
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    （１）食のまちづくり条例も制定され、各種業者も頑張っている中、本市をアピールす

るユニフォームを製作することでＰＲになると思うがどうか。 

    （２）インパクトのあるマスコット（ゆるキャラ）を製作する考えはないか。 

   ３．特認校制度について 

     各小学校の現状と今後の対応について伺う。 

   ４．学校規模適正化検討委員会の現状について 

  東 勝巳君 

   １．川内原子力発電所１・２号機の再稼働について 

   ２．地域循環型経済の推進について 

   ３．ＴＰＰ参加阻止について 

   ４．高齢者施設入所待機者の現状と解消の見通しについて 

   ５．再生可能エネルギーの推進について 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第３号（３月６日）（水曜） 

 

 出席議員  １８名 

     １番  平 石 耕 二 君      １０番  西別府   治 君 

     ２番  西中間 義 德 君      １１番  楮 山 四 夫 君 

     ３番  宇 都 隆 雄 君      １２番  竹之内   勉 君 

     ４番  中 村 敏 彦 君      １３番  寺 師 和 男 君 

     ５番  南 竹 篤 己 君      １４番  原 口 政 敏 君 

     ６番  中 里 純 人 君      １５番  宇 都 耕 平 君 

     ７番  枇 榔 秋 信 君      １６番  福 田 清 宏 君 

     ８番  濵 田   尚 君      １７番  東   勝 巳 君 

     ９番  東   育 代 君      １８番  下迫田 良 信 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員   なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  臼 井 喜 宣 君   主       幹  荒 田 和 信 君 

補       佐  平 川 秀 孝 君   主       査  石 元 謙 吾 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  田 畑 誠 一 君   健 康 増 進 課 長  所 﨑 重 夫 君 

副   市   長  石 田 信 一 君   福 祉 課 長  中 尾 重 美 君 

教 育 長  山 下 卓 朗 君   農 政 課 長  満 薗 健士郎 君 

総 務 課 長  前 屋 謙 三 君   市 来 支 所 長  橋 口 享 史 君 

政 策 課 長  田 中 和 幸 君   教 委 総 務 課 長  樋ノ口   実 君 

財 政 課 長  中 屋 謙 治 君   消 防 長  深 山 龍 朗 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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平成25年３月６日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（下迫田良信君） これから、本日の会議を

開きます。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○議長（下迫田良信君） 日程第１、一般質問を行

います。 

 これより、通告順により順次質問を許します。 

 まず、東育代議員の発言を許します。 

   ［９番東 育代君登壇］ 

○９番（東 育代君） 皆さん、おはようございま

す。 

 私は、さきに通告いたしました３件のことについ

て質問をし、市長の見解をお聞きいたします。 

 つい最近ですが、市外に居住されている子育て世

代のお母さんとお話しする機会がございました。 

 「出産すると、上の子は保育園を退園しなければ

ならない。産後ケアの一番大切な時期に上の子供を

預かってもらえないと生まれた子だけでなく、母親

自身にも負担が大きいし、その上に一度退園すると

もとの保育園に再入園できるかわかりませんので、

とても悩んでいます。それからすると、いちき串木

野市はいいですね。通園児に対して、また出産前後

の条件が緩和されていると伺っております。保育所

の待機児童・園児はないともお聞きしております」

と言われました。とてもうらやましいですという切

実な声に、私は「大変ですね」としか言えませんで

した。 

 よそから見ると、それなりに本市の取り組みを評

価していただいているのだなと少しは安堵いたしま

した。改めて、子育て環境の整備、支援体制のおく

れが少子化の一因となっていることについて考えさ

せられました。 

 いちき串木野市第一次総合計画の中で、子育て支

援体制の充実が記されておりますが、「子育て支援

については、各種教室の開催や子育て相談の充実、

児童虐待に対する対策など、子育てに関する相談体

制の強化に努めます。また、子育てサークルの育成

や公園の整備などにより、交流の場づくりに努めま

す。さらに、保育所における高齢者との交流や延長

保育、一時保育、学童保育などの事業内容の充実に

努めるとともに、安心して子育てができる地域環境

づくりや仕事と子育てが両立できる地域の保育体制

の充実に努めます」とあります。 

 子育て支援体制の充実について、るる述べられて

おります。総体的に見ますと、総合計画に沿った形

での取り組みが、第一次総合計画の終盤に向かって、

おおむね計画どおりに進んでいるようです。 

 しかし、「子育てサークルの育成や公園の整備な

どにより交流の場づくりに努めます」とありますが、

就園前の乳幼児に対しての環境整備はどうでしょう

か。少々おくれているのではないかと思っておりま

す。 

 そこで伺います。 

 まず、初めに１件目の質問です。子育て環境の整

備について伺います。 

 県では、毎月19日を育児の日としているが、本市

の取り組みと現状について、また、成果や課題があ

ればお示しください。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） おはようございます。 

 東育代議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、育児の日の取り組みと現状についてであり

ます。 

 県は、妊婦や子供のいる世帯を地域全体で応援す

る機運を醸成するため、平成22年４月から毎月19日

を育児の日と定め、それぞれの家庭、地域、職場で

さまざまな子育て応援に取り組むよう呼びかけてお

ります。 

 例えば、企業に対しては、鹿児島子育て応援企業

への登録や、ノー残業デーの取り組み、市町村に対

しては、ノー残業デーや子育て中の職員の年休取得、

家庭に対しては早目の帰宅、家族そろって食事など

を促進をしております。 

 本市市役所の取り組みとしては、本年４月から育

児等を行う職員の仕事と生活の両立支援を目的とす
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る早出遅出勤務制度を導入することとし、これまで

も毎週水曜日をノー残業デーと定め、庁内放送で職

員に呼びかけるとともに、ポスター掲示等により普

及啓発を行っているところであります。 

○９番（東 育代君） 今、御答弁いただきました。

県の取り組みと本市の取り組みについて御答弁をい

ただきました。 

 本年４月から市役所のほうでも早出遅出勤務とい

うようなことで取り組みが始まろうとしているわけ

ですが、市役所は市内では一番大きな企業としての

位置づけでございますし、市役所から市内企業への

働きかけがあることを期待したいと思っております。 

 毎月第３土曜日は青少年育成の日、毎月第３日曜

日は家庭の日とありますように、県では毎月19日を

育児の日として、妊婦さんや子供さんのいる世帯を

地域全体で応援する機運を盛り上げていくこととし

ておりますとありますが、本市も応援する機運づく

りはできないものかと思っております。 

 先ほど述べましたように、毎月第３土曜日は青少

年の日、また、毎月第３日曜日は家庭の日でありま

すよと、いろいろな広報とか防災無線とかを利用し

て呼びかけていらっしゃると思うんですが、そのよ

うな形で、この育児の日についても、取り組みがで

きないものかお聞きしたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申し上げましたとお

り、新たな取り組みとして子育てしやすい環境づく

りのために早出遅出を新たに取り組みたいというこ

とでスタートいたしますが、そのほか、これまで毎

週水曜日はノー残業デーというふうに定めまして、

早目の帰宅ということで家庭サービスと申しますか、

一家団らんの場を設けてほしい、それがまた明日の

活力といいますか、ということで、今、普及啓発等

に努めておりますが、今、言われました育児の日に

つきましても、そのような形でこれからやはり普及

啓発に努めていくべきだというふうに考えておりま

す。工夫をしてみたいと思います。 

○９番（東 育代君） そういう形で、市内の皆さ

んに向けてもまた発信をしていただきたいと思って

いるところでございます。 

 次に、子育て支援パスポート協賛店登録と利用状

況を伺うものですが、先ほど答弁の中にも、支援パ

スポート事業ということも少し述べられました。家

庭、地域、職場で子育て応援して、県民一人ひとり

が家庭、地域、職場で子育てを支えていく取り組み

を積極的に行いましょうと、県の育児の日の取り組

みの中にも記してございます。 

 その中で、家庭ではゆとりと安らぎのある家庭づ

くり、一つに、子育て支援パスポートを積極的に活

用しましょう。あわせて、地域では子育て家庭と自

治会や商店街等との連携、子育て支援パスポートの

協賛店に登録しましょうと提唱をしてあります。 

 そこで、本市の場合、協賛店への登録数、また、

パスポート発行状況、サービス内容、該当者への周

知等について把握されておれば伺いたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 子育て支援のパスポートに

ついてだと思いますが、平成19年１月から発行しま

して、平成24年12月までに1,801枚発行をしており

ます。協賛店の登録につきましては、56店舗が登録

されております。 

 サービス内容ですが、授乳スペースやミルク用の

お湯の提供など、直接子育てに関する支援を行って

いる店舗が17店舗あります。その他の店舗について

は、買い物の割引や、トロちゃんシールポイントサ

ービスなどを行っております。 

○９番（東 育代君） 周知は。 

○市長（田畑誠一君） また、県下のどこの協賛店

でもパスポートを提示すれば各店独自のサービスが

受けられることから、県全体の利用状況については

把握はしておりませんが、本市ではトロちゃんシー

ルのサービス利用を受けている方があるとお聞きを

しております。 

 県では、県政情報番組やホームページ等で周知を

図っておられ、本市においても、利用拡大、協賛店

募集などについて、広報紙等により普及啓発を図り

たいと思っております。 

○９番（東 育代君） 今、答弁をお聞きしたわけ

ですが、協賛店の登録56店、発行状況は1,801枚と

いうことでお聞きしたんですが、該当者への周知等

も広報紙等を通じてというのは私どもも目にするん

ですが、なかなかこの利用が伸びないという状況で
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あるようでございます。実際利用されている方もな

かなか少ないようでございますが、利用の伸び悩み

と課題についてどのようにお考えか、お聞きします。 

○福祉課長（中尾重美君） 御質問、パスポートの

利用促進ということですが、本市においては、パス

ポートのほうはお子様ができたときに、健康増進課

のほうで配付しますとともに、それか転入されたと

きに、市民課の窓口のほうでパスポートのほうのサ

ービスを案内しています。 

 現在、その発行の時点だけに案内が限られており

ますので、先ほど市長が申しましたように、今後、

広報紙あるいはホームページ等を通じて市民の方々、

対象の方々に案内しますとともに、参加の提供店舗

の拡大にも当たっていきたいと思っております。 

○９番（東 育代君） 今、課長のほうからもあり

ましたように、発行するだけではなくて、やはりこ

れが利用されたときに初めて効果が出るものと思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思ってお

ります。 

 次の質問に移りますが、空き店舗を子育てサロン

などに活用することで、商店街の活性化に期待でき

ると思っているところでございます。 

 昨日、同僚議員が空き店舗対策についての質問を

されました。新規事業より商店街に人の流れをつく

り、賑わいをもたらすために空き店舗を借り上げ、

憩いの場としての機能を持つまちなかサロンを開設

する。コミュニティサロンとして活用したいと答弁

されました。 

 私は、１月24日、同僚議員とともに、人吉市にあ

るほっとステーション九ちゃんクラブ、ふれあい広

場を視察いたしました。空き店舗が増加してきた商

店街では空き店舗を利用して、高齢者対策に買い物

支援センターと、また、子育て支援対策には、ほっ

とステーション九ちゃんクラブ、この二つがありま

した。 

 人吉市がＮＰＯ法人人吉球磨陽だまりの会に委託

して実施をしておりました。年間登録者数も23年度

では4,552名、24年度は5,658名と年々増加し、１日

平均30名の利用者でございました。街角ウオッチン

グや商店街との交流行事、また、若いお父さん方を

中心にイクメン講座などを取り入れて、とても元気

のある活動でございました。さらには、空き店舗活

用で商店街に買い物客が戻ってきたと取り組みの成

果をお聞きしたところでございます。 

 商店街の皆様との交流の場が広がれば、本市の課

題もまた見えてくるのではないでしょうか。商店街

の活性化につながればと思っての質問ですが、いか

がでしょうか。伺います。 

○市長（田畑誠一君） 空き店舗を活用した子育て

サロンというお話でありますが、私は子育ての基本

は家庭にあると思っております。また、地域の支援

も大変大事だというふうに思っております。 

 本市では、保育所、幼稚園のほか、すこやか子育

て支援センター、乳幼児学級、これは婦人会の皆さ

んで頑張ってもらっておりますが、及び子育て支援

員の活用により、子育て支援はしておりますが、鹿

児島市などの大きな商店街では今、お述べになりま

したとおり、町なかに子育てサロンを設けていると

ころもございます。 

 市としましては、新たにさっき述べられましたと

おり、空き店舗を商店街の振興も含めまして、対策

として商工会議所通り会と連携をして、まちなかサ

ロンの開設を行っていきたいというふうに考えてお

ります。通りを訪れた人が誰でも気軽に立ち寄って

お茶を飲んだり、会話を楽しむことができる憩いの

場として開放するとともに、個人、団体でイベント

やチャレンジショップとしても活用できる空間とし

ていきたいと考えております。 

 お尋ねの子育てサロンについても、通り会などか

ら要望があれば、まちなかサロンの活用も含め、ど

のような形で支援できるか検討をしてまいりたいと

考えておりますが、私は少子化社会の中で子育て環

境づくりは大変大事なことであると思っております。

そういった視点に立つとき、現在子育て支援の拠点

としては、太陽保育園が子育て支援センターを開設

しておりますが、地域性から考えて、市来地域に新

たな子育て支援拠点が開設できないか、前向きに検

討してまいります。 

○９番（東 育代君） 今の答弁をいただきました

が、太陽保育園のところに一つは大きな支援センタ
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ーがございますし、また今、市来地域でもすくすく

を中心に支援をされておりますし、子育て団地の中

でも、またそういう取り組みをしていただいており

ます。 

 大変若い人たちは喜んでおると思っておりますが、

支援センターとは、またこの子育てサロンというの

は少し立ち位置が違って、私が提案しておりますの

は、誰でも気軽に立ち寄れる、そしてそこでまた子

供たちの情報を提供するというようなまちなかサロ

ンの子育てサロン化というか、そういう感じでの提

案でございます。 

 子育て支援パスポート事業も成果が余り上がって

おりません。まず、地域の商店と顔見知りになるこ

とが大切となってきます。そこで赤ちゃん連れで上

の子もたっぷり遊ばせることができる天気に左右さ

れない室内の広場として空き店舗の活用はできない

ものか、子育てサロンとして提供してもらえないも

のか、商店街の方々との交流を通して地域に子育て

の輪を広げる試みとしての事業が展開されますと、

子育て支援による商店街の活性化につながっていく

のではないかと思っております。 

 買い物客や通行人等、誰でも気軽に立ち寄り、お

茶を飲んだり、世間話ができるようなまちなかサロ

ンの計画のようですが、あわせて子育てサロンを拠

点に若い世代の方々が商店街を散策し、さらに子供

の声が聞こえますと町も元気になっていくのではな

いでしょうか。子育て支援パスポートの利用の拡大

にもつながっていけば商店街が活性化するのではな

いのかと思っておりますが、再度伺います。 

○市長（田畑誠一君） まちなかサロンというのは、

今年から開設をお願いしておりますが、これは市民

の皆さんの憩いの場として、お述べになっておられ

ますように、通りすがりの方が買い物の方々が気軽

に立ち寄って商店の方々と、憩いの場といいますか、

楽しく親しめる、もってそのことが商店街の振興に

つながればと思っております。 

 また、同じような趣旨で、今度はまた他方、子育

てサロンをというような育児ということも、養育と

いうことも兼ねて、そういった面で寄与すればとい

うふうに思っております。 

 したがいまして、町なかに子育てサロンを設けた

いということであられれば、それは市として支援を

してまいりたいということであります。さらに、子

育てサロンそのものを地域的に考えて、市来地域の

ほうにございませんので、市来地域のほうにも開設

すべきではないかと。これは前向きに検討してまい

りたいということであります。 

○９番（東 育代君） ３月４日の日に、今週の初

めの月曜日ですが、いちき串木野商工会議所の女性

部の皆さんが二十数名で、この人吉市にある九ちゃ

んクラブの視察に行かれました。見識を高めて帰っ

てこられたものと思っております。この商店街の皆

様と連携を深めて、地域活性化商店街の活性化を願

った取り組みができることを期待したいと思ってお

ります。 

 次の質問に移ります。 

 海浜児童センターの活用についてお聞きしたいと

思っております。 

 建物の老朽化が進んでいるようですが、耐震化診

断についてはいかがだったのか。また、図書室や会

議室、和室と備わった海浜児童センターですが、こ

のままでよいのでしょうか。既存の施設を現状のま

まで使い続けることについてどのようにお考えなの

か伺いたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） まず、児童館の耐震診断で

ありますけれども、この児童館は耐震基準の対象外

になっております。したがいまして、診断はしてい

ないところであります。 

 この施設の老朽化している、35年たっているんで

すね。この海浜児童センター、これはもとより児童

に健全な遊びを与えて、健康を増進し、情操を豊か

にするという大きな目的がございますが、その施設

であり、県下でも先駆けてこの児童館が建設されて、

建設された当初は非常に利用客も多かったというふ

うに伺っております。 

 しかし、ここ５年間の状況を見ますと、9,000人

前後というので大体推移しておるようであります。

その中で特に、9,000人ぐらいなんですが、ボール

などを使った遊具の利用者というのがもうほとんど

占めておりまして7,500人、図書室などの利用者は
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約1,500人と聞いております。 

 問題は、この建物をどうするかということですけ

れども、35年経過をしている。それから、あそこの

全体的なことを考えたとき、このまま続けるべきか、

あるいは建物だけは壊して、あとはほかの施設を考

えるかということを子どもの森といいますか、そう

いったような活用を図るべきじゃないかなというこ

とやら、今、考えて検討しているところであります。 

○９番（東 育代君） 35年経過した建物であるの

で、今後、一帯を含めた中での検討をしていくとい

うことでございましたが、図書室の利用も先ほど利

用状況を述べられましたけれども、この図書室の本

の冊数、蔵書の数、それから、この図書の入れかえ、

それから誰がどのように。この図書室の状況につい

てですが、蔵書の本の冊数はどのくらいでしょうか

ということと、この本の入れかえは誰がどのように

チェックされるのでしょうかということについてお

聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 図書の管理についてであり

ますけれども、児童センター保有の図書は約1,000

冊ございます。それから、市立図書館が保有する入

れかえ図書が約150冊あります。そういうことで、

年に２回、今、入れかえを行っている状況でありま

す。 

○９番（東 育代君） 本は1,000冊ぐらいあると。

入れかえが年に２回、150冊ぐらいということで、

誰がどのようにチェックされるかということについ

て答弁はなかったんですが、私も行って、よく見る

んです。眠っている図書が大変多いというふうに思

っております。 

 この図書室のあり方についてはまた後で述べたい

と思いますが、この海浜児童センター、利用者が減

少していることに対しての調査とか検証とかされた

ことがあるのでしょうかということについてお聞き

したいと思います。 

○市長（田畑誠一君） この利用者の件なんですけ

ど、児童センターができた当時は15歳未満の年少人

口9,000人を超えておりました。そういった中で、

したがいまして、図書室の利用も１カ月1,000人以

上ありました。しかし、過疎化、少子化の影響で平

成22年の国勢調査の年少人口は4,000人弱となり、

かつての半分以下に減少しております。 

 それと、この利用の減少の一つの要因と思います

が、その間、建設当時から今日に至るまで御承知の

とおり、子供の遊びの形態というのも大分変ってき

たんじゃないかなというふうに思っております。ま

た、施設そのものも35年を経過し、そして建物自体

もまた四つに分かれております。そして図書室も２

階にあるということなど、いろいろな面で利便性に

欠けるんじゃないかなというようなふうに、そうい

ったことも利用者が余り伸びない大きな原因じゃな

いかなというふうに捉えています。 

○９番（東 育代君） 少子化が影響しているとか、

遊びの形態が変わってきたとかいうことの答弁でご

ざいましたが、私は天気のよい日にこの海浜児童セ

ンターに行ってみました。すると、子供連れの方が

見えて、すぐに帰ろうとされましたので、お話をお

聞きしました。ところが、幼児用の遊具がないので

遊べなかったと。小さな子供たちが使えるような、

小さなものでいいんですが、小さな滑り台がほしい

ですねと言われました。 

 また、図書室についてですが、本は図書館に行け

ばたくさんあるのでさほど期待はしておりませんと。

ただ、幼児も楽しめる絵本がほしいと言われました。

それから、部屋の中が喜んで入りたいような雰囲気

にないかなということで、イメージが余りよくない

という声でした。 

 少子化で子供が少ないとはいうものの、市の施設

であって、海浜児童センターとあれば、それなりに

楽しめるものと期待をしてみえたのだと思っており

ます。がっかりされて帰っていく親子連れの姿を見

ていますと、改めて児童センターの役割って何なん

だろうかと私まで落ち込んでしまいました。 

 既存の施設について、今後どのようにされるか再

度お聞きしたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 現在のところ、その児童セ

ンターについて新たな整備計画というのは今、現在

は持ち合わせておりません。ただしかし、方向性と

して、老朽化が大変進んだ建物であると。したがい

まして、今、遊具の話もなさいましたが、子供の遊
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び場としての機能は残しながら、どのように整備を

していくのかということを今後検討すべき時期に来

ていると思っています。35年経過しているというこ

とも相まってですね。 

○９番（東 育代君） 今後の課題だというふうに

お聞きしたところでございます。 

 何と言いましても、この海浜児童センターは長崎

鼻公園の入り口でもございます。現状維持ではなく、

例えば図書室を遊戯室にするとか、今ある１階の会

議室に絵本を置くとか、それから、和室をサロンに

とか配置を変えて、利用者が喜ぶような施設にレイ

アウトされることもまた一つではないかと思ってお

ります。 

 あわせて暖かくなって日が長くなってきますと、

管理人が帰られた後に若者たちが集うこともあるよ

うです。会議室２階の屋上などにはたばこの吸い殻

が散乱していることもあるとお聞きしております。

児童センターの役割とはどんなものなのか、再度検

証されることを願っています。いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 今、るるお述べになられま

したが、子供が減ってきたとか、それから子供の遊

びちゅうのも変わってきたとか、いろいろなお話が

今、述べられました。また、児童センターそのもの

を、それじゃあレイアウトを変えたらどうかと。私

自身もひょっと考えて、図書室が２階というのはい

かにも不便だと思います。だから、それを例えば１

階に移すとか、そういう方向を一つの方法として考

えられますけど、根本的に35年経過して、今のよう

な利用状況の中で、児童センターそのものをこのま

ま続けるべきかということを真剣に考えて、もっと

別の方向を考えたらどうだろうかということを、今

後考えたいというふうに思っているところでありま

す。 

○９番（東 育代君） 今、答弁をいただきました

が、いろいろな角度からどのようにすればいいかと

いうのについてもまた、検討していただきたいと思

っております。 

 次の質問ですが、長崎鼻公園と一体化した子ども

の森として整備できないか伺います。 

 市が発行した暮らしのガイドブックには、いちき

串木野市の公園マップが記されております。自然を

楽しむサンセットパーク、吹上浜県立自然公園、冠

岳展望公園、それから冠岳花川砂防公園、観音ヶ池

市民の森とあります。また、子供たちが楽しめるよ

うには小水林間広場、長崎鼻公園と七つの公園が示

されております。 

 マップを見て、長崎鼻公園に期待して来た人が、

公園の中に入ると折れた木の枝がそのまま放置され

ていて、異臭がするごみや弁当の残りがあったらど

うでしょうか。また、うっそうとして見晴らしの悪

い公園では、大勢で来るときは遊べるけれども、一

家族では怖いですなどと公園の環境整備を訴えられ

るグループもありました。 

 せっかく遊びに来たのに、がっかりして帰られる

こともしばしば見受けられるようです。子供たちの

憩いの場としての海浜児童センターの延長線上に長

崎鼻公園が位置していると思っています。 

 そこで伺いますが、長崎鼻公園と一体化した子ど

もの森として整備できないか伺うものです。 

○市長（田畑誠一君） 私たち、この社会の使命と

して心豊かな青少年の健全育成が大きな課題であり

ます。地域婦人団体連絡協議会におかれても、いろ

いろな角度からそういった面で、また、市公連の皆

さんも、ＰＴＡはもちろんですけれども、高齢者の

皆さんも体験を活かしていろいろな教育、指導、支

援をしておられます。純粋な子供たちが心豊かに、

心広く、優しく、相手の立場に立って物事を考える、

そんな子供たちを私たちは育てていかなきゃならな

い使命があります。 

 そういった面で、子供たちがのびのびと過ごす、

楽しむ、仲間と親しむ広場というのは今、提言なさ

いましたが、言葉で言いますと子どもの森、これは

大変大事だと思っています。そういう環境を与える

ことは行政、社会の使命だと思っております。 

 そういった意味に立つときに、我が町はたくさん

の歴史、自然がございますが、人の情けもあります。

そんな中で、今、議題として、質問として取り上げ

ておられる長崎鼻一帯というのは、それこそ大自然

に恵まれ、ときには荒々しい海、優しい穏やかな海

ですね。松林に囲まれたすばらしい景観、これは青
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少年育成あるいは青少年修練の場として格好の場だ

と私は思っております。市が誇る場と思っておりま

す。さのさ荘も含めましてですね。 

 そういった意味で、最近子供たちが外で遊ぶのが

少なくなっているという傾向にもありますので、あ

の場所は、御案内のとおりアスレチックがあり、海

水プール、ソフトボール場といったいろいろな遊び

場があります。ただ、お述べになったとおり、ちょ

っと遊具等がやっぱり不足しているんじゃないかな

というふうに捉えておりますので、いろいろなもの

と連携を図っていく上で、あの地をやはり子どもの

森として位置づけて、そういったのびのびみんなが

楽しむ子供たちの青少年育成の場としての形を整え

るべきじゃないかなと思っております。 

 そういった意味で、先ほどからお述べになってお

られますこの海浜児童館等も含めて、また今から考

えますけれども、検討しますが、老朽化しているあ

の状況からして、むしろあそこをなくして、あの一

部を含めて子どもの森として一体的な場にすべきで

はないかということも、一つ頭に描いているところ

であります。 

○９番（東 育代君） いろいろな角度からの検討

ということでお聞きいたしました。遊具等の点検に

ついてもなさるということでございます。 

 公園マップを見て訪れた人ががっかりして帰るよ

うでは二度とみえませんよね。大勢で来ないと怖い、

しかし遊具は整備されていない。特に、幼稚園、保

育園に通っていない乳幼児を連れた若いお母さんた

ちのグループが子供を連れてみえるわけです。乳幼

児の遊具が少ないと嘆いていらっしゃいました。ブ

ランコは整備していただきましたが、一つでは順番

待ちでございます。 

 よく市長は「おもてなしの心を持って」と述べら

れておりますが、公園に訪れた方々の満足度を上げ

るにはいかにあるべきか、来てよかったなと思って

いただけるような公園の整備についても伺いたいと

思います。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申し上げましたとお

り、大自然、すばらしい景観に恵まれた、まさに青

少年を健全に育成する修練の場として、憩いの場と

して最適の場だと思っております。したがいまして、

ちょうど御提言ありましたが、子どもの森というよ

うな形でいろいろな遊具等の整備をすべきじゃない

かなというふうに考えているところであります。 

○９番（東 育代君） 長崎鼻公園は指定管理にな

って委託をされているわけですが、夏場に向かって

は利用者も増えてきますので、公園の清掃のあり方

についても検討を加えていただきたいなと思ってい

るところでございます。 

 長崎鼻にある海水プールの話もちょっと先ほどな

さいましたが、長崎鼻には全国的にもめずらしい海

水プールというのがございます。とても大切な観光

資源でもあります。しかし、利用者が減少傾向にあ

ることも事実でございます。海水プールを誰でも利

用しやすくできないものか、また、プールの周囲に

ある古いプールをちびっこや高齢者が楽しめるよう

に活用できないものか、伺いたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 長崎鼻の海水プールの存在

というのは、これは全国でも珍しい。また、それだ

けに誇れるものだと思っております。そういった意

味で、利用しやすいように、Ｂ＆Ｇ財団にお願いを

いたしまして逐次整備をしております。例えば、海

水ポンプを取りかえる、それから、きれいに塗装し

てもらうとか。幸い私もＢ＆Ｇの施設委員でありま

すが、お願いをして改善をして利用しやすいように

しているわけでありますが、現在の利用というのは、

主に夏休みの子供たちが利用しているんじゃないか

なというふうに思います。 

 しかし今、せっかくこのほかにどこにもない海水

プールですから、指定管理者のほうに管理をしても

らっておりますけれども、できるだけ市民の皆さん

が幅広く活用できるような工夫をすべきだなという

ふうには考えているところであります。 

○９番（東 育代君） できるだけ多くの方が、高

齢者やちびっこたちも楽しめるようにということで、

また検討を加えていただきたいと思っております。 

 タラソテラピーは海の恵みを使った健康美容法と

も言われております。心身を癒やし、リフレッシュ

させる海洋療法としても効果があるようです。また、

沖永良部や与論では医療費の削減にもつながるとタ
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ラソテラピーの取り組みがありました。与論では海

水の潮だまり、くぼみにたまっている海水に体をつ

けるだけでも効果があると言われ、自然をそのまま

受け入れているだけの取り組みがございました。島

外からも健康を求めて来ている人が大勢いるようで

ございました。 

 最近は、平均寿命より健康年齢を上げる取り組み

の重要性を指摘されますが、海水を活用し、体の内

側から細胞を活性化させ、自然治癒力を高めていく

タラソテラピーの取り組みは地域おこしにもつなが

っていくようです。 

 昨日、国民宿舎の利用増についての同僚議員の質

問に対して、本市観光に寄与している拠点施設とし

て位置づけていると答弁がございました。長崎鼻で

海のオゾンをいっぱいに浴びて、さのさ荘でゆっく

り休憩して、心も体も癒やし、リフレッシュしてい

ただくコースも考えられるのではないでしょうか。

いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 今日ほどと言って決して過

言ではないと思いますけれども、全国民、住民の皆

さんが健康に注目をしている、関心を寄せていると

きはないと思います。それは例えば、ダイエットと

かありますが、そういった意味で、今、海水を利用

したタラソテラピーの話もされましたが、考えてみ

ますと、私どもの子供のころは夏になって、あせも

といいますか、正式な学名は私は知りませんが、あ

せもができると祖母が海につかってこいと、そした

ら治ると言って、言われたとおり海に泳ぎに行った

ら治りよったんですよね。ああいうことから考えて、

やっぱり海水というのは非常に健康に自然の恵みで

とてもいいんだなというふうに思っております。そ

の延長がやはりこの今のタラソテラピーの活用だと

思っております。 

 当面、今はそういった意味では海水プールも活用

していただきたいですが、前もちょっと議論したこ

とがあるんですけど、市全体の一つの活性化拠点と

いう意味では、そういった活用というのも非常にい

い政策の一つじゃないかなというふうには考えてい

るところであります。 

○９番（東 育代君） 長崎鼻海水浴場などの観光

資源を活かして、また、既存の施設を有効に活用す

ることで多くの人が喜んで足を運び、そして楽しん

でいただけるように、さらには地域おこしの一役を

担っていくためにも周辺の環境整備を願っていると

ころでございます。 

 最後の質問に移ります。 

 いちき串木野市長として２期目、その最終年度に

当たっての実績について伺います。 

 田畑市長は平成15年串木野市長に就任をされまし

た。平成17年には合併後のいちき串木野市の初代市

長として就任され、さまざまな事業を推進し、実績

を上げてこられました。平成21年11月、市長選挙と

ともに私たち市議会議員の選挙もありましたが、早

いもので本年11月には任期満了を迎えることとなり

ます。 

 田畑市長は七つのマニフェストを掲げられ市長に

当選されました。一つに市民の健康、元気の増進。

二つに子育て、定住促進の充実。三つにまちの元気

の増進。四つに産業力、観光力の向上。五つ、教育

文化、国際交流の向上。六、まちの快適性、利便性

の向上。七つに住民自治力、行政力の向上。以上七

つを掲げてございます。市民の信任を受け、市長に

就任されて現在まで掲げたマニフェストを柱に、積

極的に取り組みをされてこられました。 

 そこで市長に伺います。 

 いちき串木野市長として２期目の最終年度に当た

り、マニフェストの成果についてですが、どのよう

に自己評価をなさっていらっしゃるのでしょうか。

お聞きいたします。 

○市長（田畑誠一君） マニフェストの自己評価に

ついてであります。 

 私が平成21年の市長選挙の際に公約して掲げまし

たマニフェストでは、住民と行政のパートナーシッ

プによるまちづくり、安心で利便性が高く、文化的

な生活を営めるまちづくり、活力ある産業のまちづ

くり、社会基盤の整備、人に優しいまちづくりの四

つを柱として、27の施策を掲げ、将来都市像である

「ひとが輝き 文化の薫る 世界に拓かれたまち」

の実現に向け、精神誠意全力を傾けて市政運営に取

り組んでまいりました。 
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 四つの柱ごとに少し申し上げさせていただきます

と、住民と行政のパートナーシップによるまちづく

りでは、各種補助制度の創設と地区担当職員の配置

により、共生・協働のまちづくりを進め、各地区に

御理解をいただきながら、現在９地区でまちづくり

協議会が設立され、また、自治基本条例についても

制定に向けて取り組んでおります。 

 また、行財政改革では、平成22年度までの第一次

行政改革大綱の期間で約28億2,000万円と、目標に

対して110.2％の効果を上げることができ、平成23

年度から第二次大綱を作成し、着実に取り組んでい

るところであります。 

 安心で利便性が高く、文化的な生活を営めるまち

づくりでは、まず、懸案でありました防災行政無線

の全戸の更新、国民健康保険税について平均7.6％

の引き下げにより負担軽減を図りました。また、全

ての就学前児童の医療費を無料化するとともに、延

長保育の実施、子育て支援員の設置、ヒブワクチン

等の予防接種助成などにより、子育て環境の充実を

図ったところであります。 

 教育につきましては、３アップ作戦に基づき、確

かな学力とたくましい心、優しい人を育んでいただ

きたい、なっていただきたい、そんな思いを込めて

３アップ作戦を進めるとともに、学校施設の耐震強

化とか大規模改造等にも努力をしてまいりました。 

 総合運動公園においては、庭球場を整備するとと

もに総合体育館の建設を進めており、スポーツの振

興、健康づくりの推進、交流人口の拡大に取り組ん

でおります。 

 活力のある産業のまちづくりでは、食のまちづく

り推進基本計画を策定し、食のガイドマップやイベ

ント等により積極的に情報発信を行ったほか、拠点

施設についても検討を進めているところであります。 

 一次産業においては、農業で川南地区の基盤整備

に向けた準備、農地の集積、利用促進、新規就農者

支援に取り組むとともに、グリーン・ツーリズムを

促進してまいりました。 

 水産業では、藻場造成、稚魚放流事業の拡大、議

会の皆さんの強い要請を受けまして、人工魚礁の設

置など、新規漁業就業者支援に取り組んでおります。 

 観光の振興では、総合観光案内所を中心として、

各種のメニュー開発やガイドの育成に努めるととも

に、薩摩藩英国留学生記念館の建設を目指し、計画

策定や資料収集を進めております。 

 社会基盤の整備、人に優しいまちづくりでは、地

域のネットワーク道路、生活道路の整備を重点的に

進めてまいりました。交通体系では、いきいきバス

の見直しといきいきタクシーの導入を行うとともに、

鉄道では、神村学園前駅の開業、串木野駅のバリア

フリー化を進め、市来駅前広場の整備を検討してい

るところであります。 

 市民の皆様にお約束をいたしました各種の施策に

つきましては、生活環境の充実、地域の活性化、行

財政の持続性の確保など、おおむね順調に取り組ん

できたと思っており、このことはひとえに議員各位

の御指導、市民の皆様方の市政に対する力強い御支

援と御理解のたまものであり、ここに改めて心より

感謝を申し上げる次第であります。 

 このように、マニフェストについては一定の成果

と着実な進展を見たこと、自負できるものがある半

面、個別には共生・協働のまちづくりや食のまちづ

くり、その基盤となる一次産業の活性化、商工業の

振興、あるいは総合体育館や観光施設を活用した交

流人口の拡大、そして積極的な企業誘致など、これ

まで着実に制度の構築や施設の整備に努めて、まさ

にこれからがその真価が問われる施策もあると捉え

ているところであります。 

○９番（東 育代君） 私、先ほど七つのマニフェ

ストと言いましたが、四つの柱を中心に一定の成果

を見たということの自己評価をしていただきました。 

 今後も本市は多くの課題を抱えております。今、

取り組んでいらっしゃる多くの事業もこれからが正

念場を迎えるということもお述べになりました。今

年に入り、ちまたではやはり市長選について興味を

示される市民の方々も増えてきているようでござい

ます。 

 市民、地域の住民からは引き続き重責を担ってほ

しいという多くの声もお聞きしておりますが、次期

市長選について、現時点でどのように考えておられ

るのか、心境をお聞きしたいと思います。 
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 また、その決意と意欲のほどをお伺いし、本日の

一般質問の全てを終わりたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 私は、我が町、いちき串木

野市を愛着と誇りを持てる町、そして選択される町

へと前進、発展させたいという痛切なる思い、その

思いから市政のかじ取りをさせていただき、施策に

取り組んでまいりました。 

 マニフェストについても、お答えいたしましたと

おり、自分に課したことは、ほぼなし遂げてきたと

自負する半面、まだまだなし得なかったもの、そし

て新たな課題として課せられたものもあります。 

 これからの市政に目を向けますと、これからのい

ちき串木野市は、定住、子育て、また交流の促進、

積極的な企業誘致、そして環境対策、健康づくりな

どの施策を中心として、誰もが安心して暮らせる住

みよい町の実現が最も重要であると考えております。 

 この町を前進させたいという情熱は、これまでと

少しも変わるものではございません。本市の将来都

市像は「人が輝き 文化の薫る 世界に拓かれたま

ち」であります。 

 150年前、決死の覚悟で海を渡り、未来の扉を開

いた薩摩藩の英国留学生のように、この21世紀に再

び世界に情報を発信する、開かれたまちを創造した

いという思いがあります。幸い、幾つかの団体の

方々から御推薦をいただいておりますが、引き続き

市民の皆様の御理解と御協力をいただけるならば、

これまでの２期８年の行政経験を活かし、本市のさ

らなる飛躍を目指して、住み続けたい、住んでみた

い、選択されるいちき串木野市の創造に私の全力を

投入してまいる所存でございます。 

 よろしくお願いをいたします。 

○議長（下迫田良信君） 次に、枇榔秋信議員の発

言を許します。 

   ［７番枇榔秋信君登壇］ 

○７番（枇榔秋信君） 私は、さきに通告いたしま

した農地保全対策や、ほか２点についてお伺いいた

します。 

 現在、どこの地区でも高齢化により長年先祖より

受け継いできた田畑が年齢やいろいろな諸事情によ

り、やむなく耕作ができなくなって休耕地になり、

やがては荒廃していく状況にあります。本市として

も、あらゆる施策を実施している中でも、なかなか

追いつかないのが実態であると思います。 

 また、各地においても、いろいろな農産品の生産

を維持していかなければならない中、高齢化により

耕作する方々がだんだんと少なくなれば、10年を待

たず、数年で農業の基盤となる第一次産業の衰退は、

目の前に迫っております。特に、羽島、白浜、猪之

鼻地区においては高齢化が進み、体調不良等によっ

て長年我が子同様に培ってきた赤土の馬鈴薯が毎年

減産になり、後継者も少なくなって、大変厳しい状

況であります。当地の者として寂しい思いをしてお

ります。とてもおいしくて、その上、肌もきれいで

羽島の農産品の中で随一ブランド的な存在で、大変

歴史的にも長いジャガイモをどのようにして存続さ

せるために施策はないものかお伺いし、１回目の質

問といたします。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 枇榔秋信議員の御質問にお

答えいたします。 

 羽島、白浜、猪之鼻地区の馬鈴薯の減少傾向につ

いてであります。 

 本市の馬鈴薯については、農協において昭和63年

に馬鈴薯部会が設立されました。馬鈴薯は白浜、猪

之鼻地区が市全体の約８割を生産し、主に京都市場

へ出荷しています。作付面積の状況を申し上げます

と、平成20年20ヘクタールでありますが、平成24年

は16ヘクタールで、４ヘクタール減少している状況

です。ただ、この減少の中には馬鈴薯からカボチャ

やソラマメのほうへ品目を転換したという面もある

ようであります。 

○７番（枇榔秋信君） ただいま、市長の答弁があ

りました。 

 本当に昭和63年、歴史が長い馬鈴薯でございまし

て、４年間の間に４ヘクタール、約１年間に１ヘク

タールずつ減っているということでございます。今

後、作付減少の対策について、あればお伺いいたし

ます。 

○市長（田畑誠一君） 作付減少の対策であります

が、本年度設置しました農地利用推進委員を活用し
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て、休耕地を地域の担い手へ集約を図るなど、貸し

借りによる農地利用を推進したいと。 

 二つ目には、馬鈴薯の連作等で発生するそうか病

対策について、農協と連携した支援をしていきたい。 

 そして三つ目、平成25年度は市単独事業として行

う小規模土地改良事業の客土事業予算を増額して、

馬鈴薯畑の赤土の入れかえや追加投入などの支援を

してまいりたいと考えております。 

○７番（枇榔秋信君） 今、作付減少の対策につい

てお伺いしましたが、確かに今までも畑の貸し借り

があったり、連作のためにそうか病が今、大変出て

いると伺っております。また、今回より土壌改良の

客土を予算化されているということですが、これは

大変よいことだと思いますが、しかし、何年か後に

いろいろな事情によって耕作ができなくなる可能性

があるのではないかと危惧しております。 

 提案といたしまして、今から計画して、オーナー

制度を取り入れて、観光農園的な活用はできないも

のかと思っているんですが。また、市民農園なども

この中に入れ込んでいけばいいと思います。と言い

ますのは、白浜地区ではそのような条件がそろって

いるということであります。まず、景観がよいこと。

眼下に青々とした海があり、また温泉があって、作

付や収穫が終わった後は温泉で癒やしができる。そ

のような条件を整えているのが白浜、猪之鼻地区で

ございます。 

 しかし、今からでも３年から５年はかかると思い

ますが、でも、そのころにはさらに高齢化が進み、

今のうちに技術の指導などを受ければ存続は可能だ

と考えますが、市長の見解をお伺いします。 

○市長（田畑誠一君） 今日の豊かな物質文明とい

いますか、大変進んだ、そしてＩＴ関係で見られる

ように非常に情報化、日進月歩といいますか、慌た

だしい世相の中で、今、人々は皆多くの方がそのラ

イフスタイルとして、今、お述べになられました、

例えばオーナー農園とかということにいそしんでと

申しますか、おられる方がたくさんおられます。

人々は今、ふるさと志向といいますか、憩いを求め

て、生きがいを求めて、仲間づくりを求めて、皆さ

ん過ごしておられるわけであります。 

 今、例に出しておられる白浜の場合は、眼下にそ

れこそ広がる青い東シナ海の海、すばらしい沖ノ島

を眺めながら、あるいはまた遠く甑島を臨んで、す

ばらしい景勝の地であります。そして言われました

とおり、温泉もあります。まさに一石何鳥と言えば

いいんでしょうか、とてもそういった面で優れたと

ころだと、選ばれるところだというふうに思ってお

ります。 

 そこで、そのオーナー制度というのは大変いい御

提案で、発想でありますけれども、このオーナー制

度を取り入れる、あるいは観光農園をつくるという

ことになりますと、地権者の皆さんの理解と一団の

まとまった農地が必要になってまいります。羽島地

域の皆さんが今後のまちづくり協議会も立ち上げて

おられますが、そういった場で、すばらしい自然を

活かして、恵まれた地を活かして、そのような機運

が高まり、動きが出てくることを期待をしていると

ころであります。 

 そして、そのような動きが出てまいりましたら、

行政としましても地域の皆さんとともに、地域の活

性化のために、それは本市の発展になるわけであり

ますから、一体となって取り組んでまいりたいとい

うふうに考えております。 

○７番（枇榔秋信君） 確かに市長の答弁にもあり

ましたが、ちょっと済いません、風邪をひいており

まして、いつもは声はいいんですけど、ちょっとが

らがらしておりますが、聞きづらいところがあった

らひとつお願いしたいと思います。 

 確かに地権者の方々の御理解が一番大切だと思い

ますが、今後は地域と行政の主導があれば、協力体

制が得られるのではないかと思っております。確か

に今、れいめい羽島協議会の中でもこの問題がいろ

いろと出たり入ったりしております。ひとつ今後と

もこれが実現に向かっていくように、強い要望をし

ておきます。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 新規就農者、いわゆる担い手農業について現在本

市が支援しながらいろいろな制度がありますが、実

情と業種についてお伺いいたします。 

 まず、本年度から始まった就農者給付金の状況を
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お伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 青年就農者給付金受給制度

というのは、交付要件としまして、まず三つござい

ます。一つは、原則として45歳未満で独立自営就農

する者、二つ目は、就農する市町村の人・農地プラ

ンに位置づけられている方、これは見込みもよいと

いうことでありますが、三つ目が、就農後の所得、

本給付金以外が250万円未満の者という交付要件が

定められております。そしてこの要件に合致し、希

望しますと、交付内容としては年150万円、最長５

年間という制度であります。 

 ちなみに、本市の今、受給者の状況でありますが、

本市はいずれも畜産経営に携わっている方で、32歳

の女性の方と39歳の男性の方、お二人でありました。 

○７番（枇榔秋信君） 市長の答弁がありました。 

 本年度はまず２名ということですが、このような

状況で少しずつ実績が上がっていけばいいと思いま

すが。 

 次は来年度の青年就農者受給金の申し込みがあれ

ばお伺いします。 

○市長（田畑誠一君） 議会のほうにお願いをして

おりますが、昨年２名だったんですけど、おかげさ

まで希望者といいますか、見込みといいますか、今

年は畜産関係が１名、野菜に１名、果樹に１名、水

稲と野菜経営１名、４名の男性を見込んでおります。

年齢は35から42歳の方で、今年の場合は全て男性と

いうことで見込んでおりますが、これは大変喜ばし

いことであります。今後もどんどん増えていただき

たいという思いで、さらに新規就農者の確保に取り

組んでいきたいというふうに考えております。 

○７番（枇榔秋信君） ただいま、今年度の就農者

受給金の申し込みの状況をお聞きしましたが、今年

は４名ということでございます。少しずつでも効果

が見えておりますが、やはり第一次産業に希望がな

いと活性化にはつながらないわけでございまして、

今後とも市長、大胆な発想でさらなる推進を要望し、

次の質問に移ります。 

 次の質問は、移動車販売の支援事業についてであ

ります。 

 過疎化が進み、最近小さな集落では小売店が経営

難に陥り、閉店もやむを得ないところが多くなりつ

つあります。特に、生鮮食料や雑貨などは生活必需

品として毎日大切なものです。そのような状況の中、

長年届け続けてきたが、人口減少により、このまま

では限界になりつつあります。早期に対策はないも

のか、このような実態をどのようにお考えか伺うも

のであります。 

○市長（田畑誠一君） 移動販売業者に対する支援

についてであります。 

 本市においても、過疎化等により地域から商店が

なくなるとともに、高齢者世帯の増加に伴い、特に

周辺部において、買い物弱者が増えてきております。

そういう中にあって、移動販売業者は買い物弱者の

生活を支える上で極めて重要な役割を果たしている

ものと認識をしております。 

 日置市東市来町では地域独自に移動販売業者に財

政支援１回当たり1,000円、月8,000円を補助してい

ると聞いておりますが、そのほか地区放送で業者来

訪を地域住民に周知するなどの支援をしている地域

もあるようです。 

 本市においても、地域課題等において協議するま

ちづくり協議会が各地区に設立されつつあります。

そのまちづくり協議会で地域課題として買い物弱者

対策について協議をしていただき、例えば集落放送

による業者来訪の周知など、地域独自の支援策が可

能ではないのかなと考えているところであります。 

○７番（枇榔秋信君） 市長の答弁がありました。 

 私の調査では、業者の方もあらゆる努力をし、公

民館との話し合いを長年重ねてきて、今まで存続し

てこれたとのことであります。市長も先ほど言いま

したが、例えば数戸の公民館で集まり、販売車まで

来て買い物をしたり、あるいはある公民館では、販

売車の到着時間になれば１カ月間も地区内放送で協

力をしてもらっていることも聞きました。特に、市

来町においては小さな集落を６日かけて約18集落回

っているとのことであります。 

 長年の中には最初15戸あった集落も今では３戸し

かなかったり、ほかにテレビの修理、洗濯機の修理、

ガスの修理、犬、猫のえさの雑用も頼まれればする

ということでございました。まさにこれが地域密着
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型ではないかと思っております。高齢者の方々から

必要とされるからやめられないとの話でありました。

日置市の竪山地区というところですけれども、公費

を使って約8,000円の補助もいただいているという

話も聞きました。 

 今後は、まちづくり協議会等で最重要課題として

何らかの支援があることを強く要望します。また、

先日新聞にもありましたが、薩摩川内市が販売のモ

デル事業を始めましたことを申し添えて、次の質問

に移ります。 

 次の質問は、遠洋マグロ漁船の燃油高騰や魚価の

下落等危機的状況についての対策であります。 

 政権が変わり、デフレ脱却の対策で株価の上昇、

円安等になった半面、遠洋マグロ漁船においては燃

油の高騰など打撃を受け始めていると聞きますが、

本市として何らかの対策を講じる計画はないものか

伺うものであります。 

○市長（田畑誠一君） 遠洋マグロ漁船の燃油高騰

や魚価の下落など、まさに危機的状況であると。そ

の対策はないものかというお尋ねであります。 

 政府のデフレ脱却の対策により、円安等の傾向が

見られ、遠洋マグロ漁船の燃油価格が平成25年１月

ごろから上がり始めているところであります。燃油

価格は平成20年度当時のピーク時期よりは多少は安

くなったものの、平成20年以降高どまり傾向にあり、

極めて厳しい遠洋マグロ漁業経営を強いられている

状況でありました。 

 関係者の中には、新たな燃油価格の高騰はマグロ

漁業が産業として存続、継続することが困難となり

得る可能性を持っていると話をされる方もいること

も事実であります。市では、日本かつお・まぐろ漁

業協同株式会社が、半月ごとに発行する外地燃油価

格表に注目しており、最近の２月19日付によります

と１キロリットル当たり10万円を超える取引がなさ

れている地域の情報も把握をしております。 

 市としましては、平成20年度導入した燃油価格高

騰緊急対策事業も参考にしながら、関係機関ととも

に情報収集に努めるとともに、情報の分析、今後の

対策が必要かどうかも含めた検討を始めているとこ

ろであります。マグロ漁船の隻数日本一を誇るいち

き串木野市としては、関係機関と連携をして国、県

に要望をしていきたいと考えております。 

○７番（枇榔秋信君） 確かに燃油が高騰しまして、

平成20年に実施しました燃油価格高騰緊急対策事業

のような、そのような市単独の補助事業の導入は考

えられないのか、改めてお伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 市としましては、平成20年

度には第１次産業である漁業において使用する燃油

に対し、産地の責任として国民への食糧の安定供給

と食料自給率の向上の貢献を強くアピールし、国や

県の燃油対策の誘導を、口幅ったいですが、促すこ

とを目的としました。 

 いちき串木野市に船籍を置く遠洋マグロ、イカ釣

り漁船及び沿岸漁船で一月当たり１キロリットル以

上の燃料を消費する漁船に助成をした燃油価格高騰

緊急対策事業を実施したところであります。 

 今回も関係機関と情報収集に努めており、情報の

解析、対策について検討をしております。今、思い

起こしますが、あのとき燃油対策を国で打ってほし

いということで私の呼びかけで、気仙沼市長と清水

市長でした、３市長で当時の自民党政権に訴えに参

りました。ちょうど今の外務大臣、小野寺さんが受

けてくださいましたが、もちろんトップとしては大

島、当時の幹事長でしたかね、何か自民党の重鎮が

おられましたけれども、要望活動をし、言うかわり

にはみずから自分たちがやろうということで、自治

体で燃油対策のこの制度をつくりまして、国のほう

の大きな制度も勝ち取ったということがございまし

た。漁業者の皆さんに大きく希望を与えたと思って

おります。 

 今後もそのように、今、先ほど申し上げましたと

おり情報収集等を行っておりますが、関係機関の皆

さんと一緒に国、県への要望をしてまいりたいとい

うふうに考えているところであります。 

○７番（枇榔秋信君） 私も平成20年のころ、たし

か１キロ１円の補助があったのかなというふうに記

憶しておりますが、この補助が早くなくてはいけな

い。そういうことで、どこよりも早く、いちき串木

野市がこういうことをしましたよということで、早

急な対策をひとつ強く要望しまして、それでは次の
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質問に移ります。 

 現在、遠洋マグロ漁船に乗船している船員の構成

などについて伺います。 

 44隻のマグロ漁船の日本人は何人乗船しているの

か。本市出身が何人いるのか。それから、県内出身

は何人なのか、県外出身は何人か、また、日本人船

員の年齢の構成についてもお伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど国へ要望したときに、

当時の自民党政権、小野寺外務大臣と申し上げまし

たが、小野寺防衛大臣でございます。訂正をさせて

いただきます。 

 マグロ漁船に乗船している船員の構成についてで

ありますけれども、平成24年４月現在、いちき串木

野市に船籍を置くマグロ漁船は44隻であります。船

主協会は鹿児島まぐろ船主協会と若潮船主協会の二

つがあります。 

 44隻には241名の日本人が乗船しており、市内出

身28名、県内53名、県外160名の方が乗船しておら

れます。年齢別では、20歳代４名、30歳代２名、40

歳代36名、50歳代99名、60歳代以上100名となって

おります。 

○７番（枇榔秋信君） この数字を見てびっくりし

ているんですが、やはり60歳台が100名、高齢化が

進んでいるなというふうに感じております。日本一

のマグロ船の船籍を誇るいちき串木野市を持続して

いくために、日本人乗組員の確保や後継者対策など

多くの課題があると思われますが、特に新規卒業者

の確保対策についてどのように考えているのか、再

度お伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 押しなべて後継者対策のこ

とでございますが、市では船主協会、いちき串木野

市漁業後継者協議会と連携をして、東京や大阪等で

開催される漁業就業者フェアに参加をし、求人活動

やマグロ漁業の紹介を展開するとともに、九州、四

国、中国地方の水産関連高等学校等を訪問して、日

本人乗組員の確保、後継者対策に積極的に取り組ん

でおります。 

 また、まぐろフェスティバルのときには、優良マ

グロ漁船表彰式やまぐろ展示館を開設したり、若年

労働力の確保や労働力の質の向上を図るため、船舶

職員講習所を開催するとともに、平成21年度からは

いちき串木野市新規マグロ漁船就業者支援事業を実

施しているところであります。 

 平成17年度からの新規就労者の乗船はございませ

んが、新たに平成21年度から、先ほど申し上げまし

たいちき串木野市新規マグロ漁船就業者支援事業を

制定しましたところ、平成21年度は32歳の方が１名、

23年度は38歳の方が１名、24年度は水産高校新規卒

業者が１名乗船され、平成25年度は水産高校新規卒

業者が１名乗船する予定となっております。 

 少しずつではありますけれども、先ほどの農業の

後継者と同じように、だんだん増えてきている。特

に、昨年と今年、水産高校新卒者が乗船する。大変

明るい話題だというふうに捉えております。 

 また、平成24年度から、いちき串木野市漁業後継

者協議会と鹿児島まぐろ同友会の共催で、いちき串

木野市の10の小学校で５年生を対象にしたまぐろ出

前講座を実施することとし、平成24年度は３校で実

施したところでありまます。５年生の社会の授業で

水産業についての学習が行われており、教育委員会

や小学校と連携し、いちき串木野市の児童だから受

講できる活きた講座をとの思いで取り組み始めたと

ころであります。 

 これも、大切な後継者対策の一環であり、また、

漁業を知っていただくという、漁業に親しんでいた

だく、マグロに関心を寄せてもらうという、いろい

ろな面からも大変いい取り組みだと思っております

ので、これからも継続してまいりたいと考えており

ます。 

○７番（枇榔秋信君） ただいま、市長の答弁をい

ただきました。 

 21年度から新規マグロの就業の制度を始めたとい

うことで、23年、24年、特に24年、25年、１名ずつ

若者がマグロ船を目指して乗船するということは大

変うれしいことであります。今からも、このような

制度を活用して、マグロ船の船員が多くなればいい

のかなと思っております。 

 今、継続しておりますまぐろフェスティバルや、

昨年ありましたまぐろシンポジウムなど、また、薩

州串木野まぐろ船団等の若い世代でも大変機運が高
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まっております。諸問題が山積している中でありま

すが、最善を尽くし、価値ある対策で共存共栄を期

待し、全ての質問を終わります。 

○議長（下迫田良信君） 次に、宇都耕平議員の発

言を許します。 

   ［15番宇都耕平君登壇］ 

○15番（宇都耕平君） 私は、通告に従いまして、

各課の人員配置について、本市の現在の職員数は適

正であるかということについて伺います。 

 行政改革の名のもとに、いちき串木野市も平成17

年10月に合併いたしまして、早いもので８年目にな

りました。合併時職員数は何人であったものか。た

しか当時は合併して10年で職員数を60人減というの

を目標とするということを聞いておりましたが、ど

のようになっておりますか。 

 また、新陳代謝も必要であり、新規採用は年度ご

とに男女採用されてきたと思いますが、その推移は

どのようになっているか伺います。 

 あとは質問席にて質問いたしますので、よろしく

お願いいたします。終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 宇都耕平議員の御質問にお

答えをいたします。 

 普通地方公共団体の職員定数は、地方自治法でそ

の上限を条例で定めることになっております。その

職員数については、自治体の規模や地域の実情を勘

案し、議会の議決を経て定めるようになっておりま

す。 

 本市は合併後、条例定数を412人としておりまし

たが、平成23年４月から358人としたところであり

まして、現在の職員数は条例定数より５人少ない

353人となっております。 

○総務課長（前屋謙三君） 御質問の中に、職員の

採用の推移というのがございましたので、その部分

について答弁させていただきますが、手元には23年

度からの資料を持っておりますので、その内容につ

いて御答弁申し上げます。 

 平成23年度の採用は６名でございます。内容とし

ましては、土木技師１名、一般職４名、それと消防

職１名。それから24年度が採用が４名、建築技師１

名、一般職２名、消防職１名。それと25年度、本年

度採用する分で４名、内容としまして、土木技師１

名、一般職３名、以上でございます。 

○15番（宇都耕平君） 内容的に、それぞれ今、手

元で23年度からの新規採用の内容が出ましたけれど

も、我々としては、職員数の形はあとで異動があっ

たときに配られて、その内容でわかるのであります。

それぞれの一般市民の方々がどのようになっている

のかということなものですから、私は質問をしてい

るところでございまして。 

 その中で、消防職員の件に関して、消防職員も形

としてはちゃんとした定足数があると思いますけれ

ども、今の形で非常にいろんな、前も私は質問をし

たことがあると思うんですけれども、定足数は足り

ているものか、規模はどのような形になって、今の

消防職員は対応しておるのか、そこをちょっと伺い

たいと思います。非常に防災面も厳しくなっており

ますので、そこらの定足数がどのような形で、今、

現在何名であるかを伺います。 

○消防長（深山龍朗君） 定員48名に対して48名、

充足しているところでございます。 

 以上です。 

○15番（宇都耕平君） ちょっと。 

○消防長（深山龍朗君） 48名です。 

○15番（宇都耕平君） 48人が今、おるわけですか。 

○消防長（深山龍朗君） はい。以上です。 

○15番（宇都耕平君） それと、規模としての定足

数というのは何名ということを聞いております。48

名、48名ですか。 

○消防長（深山龍朗君） そのとおりでございます。 

 48名の定数に対して48名です。以上です。 

○15番（宇都耕平君） 再確認します。 

 48人の定足数と法で決まっておる中で、いちき串

木野市の消防職員は48人ということで確認はいいわ

けですね。わかりました。 

 それでは、２番目の質問で、それぞれ新規で技術

者を１人ずつ入れておられますけれども、これから、

国もアベノミクスの３本の矢で景気対策といたしま

して公共工事も増えてまいりまして、本市も大型事

業が目白押しであります。職員の専門性を持った技
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術者、これがまた必要ではないかと私は感じるので

ございますが、現在、それぞれ採用された技術者の

資格というものはどういうものを持っておられる方

がおられますか。新規はどのような形で資格を持っ

た方が、その資格名を一つそれぞれ列記していただ

きたいと思います。 

○総務課長（前屋謙三君） 技術職員についての資

格、これについてどのような内容かということでの

御質問です。 

 内容としましては、土木技師、それと建築技師、

建物のほうですね。それと農業技師、そのような形

での募集をし、採用している状況でございます。 

○15番（宇都耕平君） その中で、それぞれの課の

適正化はぴしゃっと、それぞれの課の人数は決まっ

ていると思うんですけれども、形ができ上がって、

内容としては、それで各課の内容は足りていると感

じられますか。そこを伺います。 

 私は先ほど、いろいろな公共工事、ましていちき

串木野も大型事業、この前は体育館の件で追加議案

が出ましたけれども、あれは技術職の専門がおれば

何ちこっかと言われるような形で拒否できるような

感じも受けたんですけれども、そういう専門職を必

要と私は感じるわけです。でありますから、こうい

う質問をやっておるんですけれども、どのようなも

のですか。 

○市長（田畑誠一君） 技術職員につきましては、

合併特例債が平成27年度までということですので、

ここ３年間は普通建設事業が増大しており、業務量

の増加により職員に負担がかかっていることは承知

をしております。よく頑張っていると思っています。 

 しかしながら、平成28年度以降につきましては、

現在の事業費規模が続くとは考えにくいです。ここ

二、三年の事業費規模を基準にして人員を増やすこ

とは、将来余剰人員を抱えることになり、人件費が

財政負担となっていくことから、中長期的な見通し

に立って人員の確保をすべきであるというふうに考

えております。 

 一方、この技術職員の年齢は高年齢化しており、

これまでも平成23年度の採用から毎年１名ずつ若い

技術職員を採用しております。今後も、退職者の状

況を見ながら、計画的な採用に努めてまいりたいと

考えております。 

○15番（宇都耕平君） 28年度からはまたいろいろ

な状況を踏まえて縮小になるかもしれないと。 

 そうですよね。やっぱりこれは行革のもとにそれ

ぞれの形で行われることと思いますけれども、市長

は職員の人たちは一生懸命頑張っていると。庁舎内

に理念として掲げてある「市民の感覚で」と、それ

と「プロ意識」「挑戦」というあれを掲げてありま

すよね。そういう形で、職員の方々も頑張っておら

れることと思いますけれども、負担にならないよう

な配慮も市としても考えていただきたいと思ってお

ります。 

 それでは、その課の異動、今先ほどプロ意識とい

うことで、それぞれの課に移って、プロの意識で市

民に対してサービスをしなければならないのは、職

員の勤めであると思うんですけれども、大体何年で

異動、大体３年だと思っておりますけれども、３年

で異動になっているものかですね。 

 それとやはり、専門職、技術職、そういう形で、

ましていろいろな事業展開、今回新年度で新しい課

が設置されるような形になっておりますけれども、

そういうところになると、私たちも議員連盟でいろ

いろと勉強に行ったところでは、専従で最低で５年、

それ以上も頑張っておると。あんまり古ダヌキにな

っとるというのもおかしいんですけれども、しかし、

市民の、そこの市のためには、一生懸命頑張る、そ

ういう専門性を持った人たちが市民のリーダーとし

て引っ張っていく、農業・経済を興していくという

形では必要ではないかと感じるわけです。 

 市長は、そこらは専門の方は何年で、普通全体を

職員は覚えて動かなければならないというのは私も

理解しております。であれば、どのような形で専門

の方々は、何年間ぐらいのスパンで置かれる考えて

おられますか。伺います。 

○市長（田畑誠一君） 専門性を持った人材を育成

するための人事異動であります。 

 人事異動の方針としましては、若い職員につきま

しては、さまざまな業務を経験させるため、３年経

過者を対象に、中堅職員につきましては、それぞれ
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の職場で培った知識や経験を活かすため、年数にと

らわれず、適材適所を基本に人員配置をしておりま

す。 

 特に、専門的知識を必要とする業務については、

例えば、滞納整理指導官や観光アドバイザーなどの

ように、外部委託をしておりますが、税務や戸籍等

の専門性を必要とする業務につきましては、専門職

を養成することを念頭に人員配置をすることとして

おります。 

 また、土木技術職員などの専門職につきましては、

部署も限られており、中長期的な育成に努めること

としております。なお、土木技術職員の過去３年間

の平均在籍年数は3.5年となっておる状況です。 

○15番（宇都耕平君） それぞれの人事というのは

市長並びに市長部局が持っておりまして、そういう

形で適材適所で動かしてもらって、いちき串木野市

をぜひ引っ張っていっていただきたいと思っており

ます。それで私としては、最低でも５年ぐらいは専

従でして、私も視察で行ったところではそういう形

をとっておられるようでございます。そこらはやっ

ぱ市長も考えておられると思っておりますので、ぜ

ひそういう方向で今回はいろいろな課がまた動くよ

うでございますので、配慮していただきたいと思っ

ております。これは要望しておきます。 

 まだ、いいですか。 

○議長（下迫田良信君） いいですよ。 

○15番（宇都耕平君） それでは、本市のＰＲ策に

ついてということで、質問をいたします。 

 食のまちづくり条例も制定されまして、各種業者

の方々も頑張っておられる中、本市をアピールする

ユニフォームを製作するということでＰＲになると

思うんですが、伺います。 

 私は、この件は前にも一般質問いたしました。市

長はそのときの答弁といたしまして、食まちの中で

市民の方々とも一緒に考えていきたいとの答弁であ

りました。本市は、他市町に比べて、いろいろなイ

ベント等が年中行事の中に組まれております。たく

さんのお客様が本市に訪れておられます。市長の交

流人口を標榜される中で、ぜひ、本市をアピールで

きるユニフォームを製作する考えはないか、再度伺

います。 

○市長（田畑誠一君） 今、お述べになられました

とおり、平成21年の第２回の市議会定例会で宇都耕

平議員から、そのようなとてもいい提案をいただき

ました。その後、このことにつきまして庁内で検討

はした経緯はあるんでありますが、実施には至って

いないところであります。 

 その中の問題点といたしましては、日常、もしく

はイベントなどで着用するユニフォームは、各企業

や団体、グループで既に独自で製作して使用されて

おられる。団結感、統一感を持たせたいという思い

が強いのではないかということがありました。検討

の中でですね。 

 しかしながら、今、またお話しなさいましたとお

り、平成25年度にはこれまで議会の皆さん方からた

くさん要望がありました食のまちの推進課も、いよ

いよ実施段階ですので、新設をいたしますので、ま

ずはここがひとつ中心となって、本市のまちづくり

の一つであります食のまちづくりをアピールするユ

ニフォームについて、市職員ひいては市民全体で着

用してもらうための方策を検討してみたいと考えて

おります。 

○15番（宇都耕平君） 一歩前進しておるようで、

私もうれしく思っております。ぜひ、そういう形で。

そのほうがそれぞれいちき串木野市をアピールでき

るわけです。まして、いろいろな形で公募したり、

ロゴマークですか、そういうのも一般公募して、皆

さんが、まして将来の夢ある子供たちに対してそう

いうのを公募すれば、いろいろな夢を持っている、

発想を持っておりますから、感性豊かな子供たちで

すから、そういう人たちからの分をぜひ受けていた

だいて、前向きに検討していただきたいと思ってお

ります。 

 続きまして、インパクトのある、これも一緒なん

ですけれども、マスコット、通称、今、ゆるキャラ

ということでありますけれども、これを製作する考

えはないか伺います。 

 一に熊本県のマスコット、くまモンは経済効果

293億円だったそうでございます。これは県単位の

ことでございますけれども、鹿児島県のキャラクタ
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ーは、ぐりぶーということで、いまいちであったよ

うでございます。一昨日、県議会でもキャラクター

の質問が代表質問であったようでございます。新し

い、鹿児島県は黒を特色とした形でプロジェクトを

組んで、黒豚、黒さつま鶏、いろいろな形で動いて

おります。そういうのを今度はひとつやっていこう

かというような質問も出たそうで、何か県としても、

前向きな形をとるような形で動いているということ

が新聞にも出ておりました。 

 ぜひ、これが当たるとすごい人気であると思うん

ですよ。これもやはりアイデア次第だと思っており

ます。ぜひ、そういう考えはないか、伺います。 

○市長（田畑誠一君） マスコットキャラクターの

製作についてであります。 

 今、宇都耕平議員がるる全国の例を述べられまし

た。確かに、全国自治体でイベントや各種キャンペ

ーン、地域おこしの特産品のＰＲのためにマスコッ

トキャラクターなどを活用しているところは多々あ

ります。一種のブームにもなっているようでありま

す。町をＰＲするには、これまでのパンフレットや

ポスターのほか、マスコミやインターネットなど電

子媒体を活用した方法があり、本市としましても取

り組みを進めてきたところでありますが、こうした

マスコットキャラクターによるＰＲも確かに一つの

手法であるかもしれません。 

 本市では、既に冠岳参りのＪＯＦＵくん、特産品

ではさつま揚げのつけあげくん、御当地グルメ験担

ぎ御飯三大カツの地産戦隊カツレンジャー、いちき

ポンカレーのトラポンなど、それぞれの団体が考案

し、その目的に応じて使用しておられます。こうし

た既にあるキャラクターへの影響等も考慮する必要

があると思います。 

 新たなキャラクターを、あるいはまたそういった

面からも、新たなキャラクターを製作するよりも、

これらをイベントや各種キャンペーンなど本市のＰ

Ｒにうまく活用していく方法もあるのではとも思っ

ておりますが、今後御提言として研究してまいりた

いと考えております。 

○15番（宇都耕平君） 23年度だったですかね、モ

ニュメント、いちき串木野市。そして24年が看板と

いう形で相当お金をつぎ込まれまして、その効果も

あることはあると思うんですよ。３本の矢として、

今度は３回目でぜひ、このキャラクターという形で

できないか、もう１回そこを伺います。 

 それぞれ民活で動いている。それは非常にわかり

ます。それは民の方々が自分たちの商売、経済効果

を生むための一つの努力であります。それは我々も

認めて、側面から市も援助はしていかなければなら

ないと思うんですけれども、そういう形でモニュメ

ント、看板という形で、合わせても約1,000万円ば

かり入れちゃっとですよ。であれば、今回は３本目

の矢として、キャラクターをぜひつくり上げてです

ね。 

 私はこの前テレビで中村何とか製作所というのが

全国のあれを一手に引き受けて、それはすばらしい

形でつくり上げて。安いんですよね。そういう形で

動けるんですよ。看板とか、モニュメントよりずっ

と安くて上がると私は感じます。効果はほかのそう

いうものより大で、子供たちがまずそれに飛びつく

と思うんですよ。市長も先ほど全国的にそういう形

であるということを見ておられ、知っておられると

思うんですけど、子供たちはそこに行ってすぐ一緒

に写真を撮ったり、いろいろな形で動きます。まし

て、親は子供に連れられてその場所に行くわけです

から、そういう効果は非常に大と思うんですけれど

も、ぜひ前向きに考えていただきたいと思うんです

けど、どのような所見ですかね。伺います。 

○市長（田畑誠一君） いにしえの激しい戦国時代、

毛利元就の３本の矢の話がございます。また今、そ

れになぞらえてでしょうか、新政権、安倍総理がア

ベノミクスということで、これも３本の矢だと思っ

ておりますが。 

 そういった面で３本の矢、私は造園をなさる人の

アルバイトに行ったことがございます。そのときに、

石をつるのに柱を３本立てられるから、いささか愚

問で、全く知識がなかったんですが、その造園の親

方さんにこんなことを言いました。「３本にしたら

１本の柱の間隔は120度、４本にしたら90度だから、

より安全で強いんじゃないか」。というのが、狭い

庭でとても危ない作業が続くんです。大きな石をつ
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って、チェーンブロックで。今みたいにユンボなん

かありません。そういう提言をしましたら、余談で

すが、その社長さんが「あのね、４本は強いようだ

けど、一番強いのはこの角度なの」と、こう教えて

もらいました。なるほどな、さすがプロだというふ

うに思ったことがございますが。 

 ちょっと余談になりましたけれども、今、３本の

矢を言われましたけれども、さっき申し上げました

とおり、現在個々の事業所の方々が一生懸命熱心に

みずからの家業の繁栄のために頑張っておられます。

もう御承知のとおりです。 

 今度は全体的な場合、こういった方々との配慮と

いうのはどのようにしたほうがいいのか、あるいは

それをずっと活かした方がいいのかとか、いろいろ

な意見があると思いますが、今、御提言をいただき

ましたので、今後、研究をさせていただきたいと思

っております。 

○議長（下迫田良信君） 宇都耕平議員、質問の途

中ですが、ここで昼食のため休憩いたします。 

             休憩 午後０時01分 

             ───────── 

             再開 午後１時14分 

○議長（下迫田良信君） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

○15番（宇都耕平君） 再度本市のＰＲ等について、

くどいようですけれども伺います。 

 本市は特産品が非常にたくさんあるわけです。そ

れをイメージした形で、今、串木野でいいますとマ

グロ、そして、練り製品であるつけあげかまぼこ、

ハム、ハム工場がありますよね。そして金山と、市

来のほうは皆様が大好きな焼酎があります。それと

ミカン、ポンカンといろいろあるわけです。それを

いろいろと夢をふくらませて、一つのキャラクター、

キャラも一つもいいかもしれませんけれども、特産

品をそれにつけ加えて、子供が大好きなゴレンジャ

ーをもとにした、夢を持ってキャラクターという形

でもいいじゃないかと感じるんですけれども、そう

いう発想のもとに考えはないか伺って、この件は終

わりたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 先ほどから力説をしておら

れますが、町のＰＲというのはとても大事でありま

す。今お述べられましたとおり、たくさんすばらし

い、おいしい食材、あるいはまた名所、古跡、そし

てまた、人情の輪と申しますか、秀でた面がたくさ

んございます。それをいかに先ほどから言われてお

りますとおり、全体に、市内外に広くアピールする

かというのは非常に大事でありますので、先ほどか

らこのＰＲのことにつきまして、ユニフォームの話

とか、それからマスコット、ゆるキャラの話とか、

お話をなさいました。 

 答弁申し上げてきましたとおり、それぞれの企業

が一生懸命、事業の隆盛を願って頑張っておられま

す。たくさんユニフォームもあります。ゆるキャラ

めいたものも、さっき申し上げました冠岳ＪＯＦＵ

くんとかつけあげくんとか、市来のトラポンとかい

ろいろあるわけですが、そういったものに配慮をし

ながら、そうしたら総合的にどうすればいいのかと

いうことは、幸いさっき申し上げましたとおり、議

会の皆さんから再三御提言があった食のまちを前面

に出せということで、食のまち推進課をつくります

ので、今御提案しておりますが、そこを中心にひと

つ考えてみたいと御理解いただきたいと思います。 

○15番（宇都耕平君） それでは、３番目の質問に

入りたいと思います。特認校制度についてでござい

ます。各小学校の現状と今後の対応について伺いま

す。 

 ３月という月は、別れの月でもあります。年度末

でもあり、いろいろな行事等が計画されております。

私がこの件について質問するのは、去る２月９日土

曜日に川上小学校の学校行事の一つであるところの

川上フェスタ、学習発表会に我々議員に招待状がそ

れぞれ来たものですから、初めて私も見学に行きま

した。 

 その日は非常に寒い日でありましたけれども、体

育館の中に子供たちの日ごろの学習の成果のものが

たくさん並べてありました。そして、川上小学校は

児童数が13名であります。子供たちが一生懸命、歌

やダンス、劇等々を発表しておりました。ＰＴＡの

方々ももちろん、先生方も一生懸命一緒になってお

られました。地域の皆さんも多数見学に来ておられ
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ました。私も地元の同僚議員も別に二人見学に来て

おられました。そこで、小規模校ならではの地域を

挙げての学習発表会であったと思っております。 

 私も初めてでありまして、こういう質問の中で一

つ、市長、教育長に考えを聞きたいと思っておるん

ですけれども、寒い中で、それを見ておりますと非

常に感激した次第であります。その中で、休憩中に

入り、ＰＴＡの方とのお茶のもてなしがありました

ので、そこでいろいろとお茶を飲みながら、お菓子

も手づくりのものがありまして、それを食べながら

皆様方と話をした中で、今回、３名卒業するという

ことでございました。 

 そして、新１年生の入学の予定がないという事実

がわかりました。私は、もうびっくりしまして、こ

こはいけんなっどかいと。学校行事の中で、新学期

の始まりは入学式が一番の行事、イベントだと思っ

ております。そこに今、川上小学校は新１年生の入

学の予定がないということは、本当に寂しいものだ

なと、地域の人たちもそういうことを言っていて、

いけんかならんどかいというような話をしておりま

したけれども、そのためにこの特認校制度というの

があるのではないかと思っておるわけです。 

 これまで地域からの声で、それぞれ市内全体から

の川上小への制度はあるわけですから、そういう形

でできないものか要望等があったかと再三聞いてお

るんですけれど、このことについてぜひ、市内の小

学校全体で転入学ができないものか、そこを伺いた

いと思います。 

○教育長（山下卓朗君） 市内の小規模４校はそれ

ぞれの学校の特色を活かしながら、ユニークな活動

をして、児童生徒の育成にかかわっているというこ

とは、もう議員御指摘のとおりでございます。 

 特認校制度を利用している現在の児童数につきま

しては、旭小学校が30名中３名、荒川小学校が児童

数44名中19名、冠岳小学校が総数10名のうち４名、

川上小学校が御指摘のとおり、13名の中で１名と、

合計、特認校制27名であります。 

 平成12年度から始まりましたこの制度を利用する

児童数は少しずつ増加し、平成21、22年度には36名

になりましたが、平成23年度からまた減少してまい

っております。 

 全国的に少子化の傾向にありますけれども、今後

５年間の本市の児童数の状況を見ても、年々児童数

が減少しております。このことから、市内のどの学

校におきましても、学級数の減少が避けられない状

況でございます。このような状況で、特認校に転入

学できる学校の見直しをすることになりますと、特

認児童を送り出している学校が３校ありますけれど

も、原籍校の学級数はさらに減少することが心配さ

れます。 

 また、通学距離が長くなることや、小さな子供た

ち、低学年等を長時間バスとか自動車に乗せなけれ

ばならないという安全面の問題も生じてきます。 

 このようなことを考えますと、特認校に転入学で

きる学校を見直すことにつきましては、今後、現在

設立しております学校規模適正化検討委員会等の意

見も踏まえながら、市全体としてあらゆる角度から

検討していかなければならない問題であると思って

おります。 

○15番（宇都耕平君） 次のあれにも関連になる形

になりますけれども、やはり教育長の話を聞きます

と、失礼な表現になりますが、紋切り的な答えです

けれども、検討はするという言葉も含まれておりま

したが、川上小学校が今度の新１年生の入学の予定

者がないということで、何らかの皆様方行政に対し

ても、我々もですが、もちろん地元も一生懸命何か

意見か手だてはなかどかいと努力されることとは思

っておるんですけれども、対策として全体での交流、

転入学という特認制にできないものか。川上小は市

来小との形に条例としてはなっておりますよね。 

 そこが、それぞれ距離的、安全、いろいろなこと

をおっしゃいますけれども、昔は特認校制度は、そ

こに行くのは自分の親、それなりの形で送迎もして

おった形ですよね。それを今行政が送迎のあれも出

して、非常に、そうしないとまた維持できないから

だと思うんですけれども、そういう形になりまして、

失礼な言い方になりますが、至れり尽くせりの状態

でございます。であれば、あるほど、また一つの手

だてとして、そういう形をとっていっていただけな

いものか、もう一回伺います。 
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○教育長（山下卓朗君） 議員が御承知のとおり、

本市のこの特認校制度は恵まれた自然の環境の中で、

小規模の特性を活かして、子供一人ひとりの個性に

応じた教育を実施して、市特待の調和のとれた教育

をしていくと。そのような趣旨で行われたものであ

ります。そして、今日までいろいろな成果といいま

すか、大きな成果を踏まえ、小規模校が大規模校に

与えるいろいろな影響等も踏まえて、大きな成果を

上げて今日まで来ていると。これはもう事実でござ

います。 

 しかし、先ほども言いましたように、児童数の減

少というのは年々進行しておりまして、小規模校は

もちろんでございますけれども、この特認校制度を

送り出している原籍校の学級数にも影響してきてい

ると。 

 例を挙げまして言うと、ある学校などは、ある学

年が１学級40名の児童数で、１名増えると20名と21

名のちょうど適正数な学級になると。それが１名減

するだけで、40名の１学級になるということで、原

籍校の保護者等から見ると、どうしてこれを小規模

校に送り込むのかと。今現在、小規模校に入ってい

る27名の子供を原籍校に返すというと、それぞれの

原籍校はもっと増えるじゃないかという、また意見

もあるわけです。 

 そのようなことを踏まえてみますと、これはもう

川上小に１名送り込む、２名送り込むという問題で

はなくして、市全体として小規模校、大規模校、中

規模校、市としての学校はどのようにあればいいの

かということを検討する時期に来ているんじゃない

かと。そういうことで、今この立ち上げています学

校規模適正化検討員会で、この現在の特認校制度に

ついても十分検討していただき、それを踏まえ、ま

た、市自体の考え方、市長の考え方、さらには議員

の皆さん方の考え方も踏まえながら検討していかな

ければならない。そういう時期であるということで、

特認校整理の意見も踏まえてと、先ほど申し上げた

わけでありますので、そのことを理解していただき

たいと、このように思います。 

○15番（宇都耕平君） それでは、規模適正化の形

でまた伺いますけれども、その前に、特認校制度で

非常に荒川小学校は成功例だと思っておるわけです。

どのような特色を出しておられてあそこは魅力があ

って、児童生徒が荒川小学校に行かれるものか、参

考になるものがあったら説明していただきたいと思

いますが。 

○教育長（山下卓朗君） 本市における小規模４校

は議員も御承知のように、先ほどから取り組みの話

が出ましたけれども、それぞれその学校の特色を活

かしたユニークな活動をしておりますけれども、あ

えて荒川小学校と御指摘がありましたので、荒川小

学校のことについて申し上げたいと思います。 

 いろいろな要因があると考えられますけれども一

番大きいのは、学校やＰＴＡと連携した地域の支援

体制が確立されておる。そして、地域の方々が特認

校制の確保に向けて、さまざまな機会に原籍校の児

童や保護者に熱心に働きかけを行っていることが主

な原因ではないかと思っています。 

 また、荒川小学校では、御承知のように荒川太鼓

で多くのイベントに積極的に参加をしていますが、

そこで演奏する子供たちの活き活きとした姿に魅力

を感じていると。これも事実のようであります。こ

れは、荒川のことだけを取り上げましたけれども、

ほかの学校におきましても、それぞれ地域の行事に

参加したり、地域の伝統的な行事を継承したりする

活動をして、それぞれ学校が特色ある活動をしてい

るというのも事実でございます。 

○15番（宇都耕平君） 荒川小は私も聞いておりま

す荒川太鼓というのが一つのメインのような感じも

受けますよね。 

 そして、再三教育長が言われるように、地域の

方々がと、それぞれの場所でそれぞれの形で地域は、

学校というのはそこの地域の拠点です。そこの火を

消さないために、それぞれの気持ちでおっしゃって

おることなんです。で、川上地区の皆さんも努力さ

れております。 

 その中で、それぞれの議会の語る会、市政を語る

会の中で、川上のことを聞きたいもんですから、今

度１年生が予定がないというもんですから、くどい

ようですけれども聞きますが、それぞれの形で努力

され、どしてんいけんかせんないかんと。何回もそ
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ういう要望をしよったっどん、いけんもしやならん

という答弁でしかなかったと。であれば、そういう

形で話をしてくれんかという声もあったもんですか

ら、私は今日も一般質問として取り上げているとこ

ろでございます。 

 ぜひ規模の適正化の形でも検討していただいて、

ひとつ前向きに、何とかそこを融通がきくような形

をケースバイケースでとっていただきたいと思って

おります。 

 そして、３番目に聞きますけれども、特に小規模

校においては、学校とＰＴＡ、運営上、いろいろな

問題がないとも限らんもんですから、その件で、こ

っちの教育長並びに市側に何かそういうことが上が

ってきているものがあれば、ここにお示し願いたい

と思います。 

○教育長（山下卓朗君） 特認校を迎える小規模校

の学校の課題といいますと、やっぱり議員が御指摘

のとおり、一人でも多くの子を特認校生に入れたい

ということだろうと思いますけれども、一方、また

そのことに関しては、原籍校のほうが課題を抱えて

いるということで、普通、新聞等で今小規模校の合

併といって盛んに報道されているのは、本市の小規

模校よりもまだ人数の多いところの小規模校の課題

なんです。 

 そうしたら、本市の場合には、極小小規模校とい

うか、そうですので、一人増えたからその学級が増

えるとか、２名増えたから学級が増えるということ

ではなくして、一人で勉強するよりも二人のほうが

いいんじゃないかとか、３人でいいんじゃないかと

いうようなレベルといいますか、段階の小規模です

ので、そういう面から見ると、たくさん増えたほう

がいいということなんですけれども、それぞれで頑

張っているということでありますので。 

 本市の今の４校を考えてみますと、学力という面

でも、生徒指導という面でも、その他先ほどのユニ

ークな活動という面でも、４校とも同じように大き

な実績を挙げていると。むしろ、小規模校の指導の

あり方が大規模校の指導のあり方に大きな刺激を与

えているということでありますので、あとは児童数

が減るということが大きな課題であると、このよう

に思っております。 

○15番（宇都耕平君） 皆さんのところにも、形と

しては一生懸命頑張っているという様子は見えられ

ると思うんですけれども、それぞれＰ戸数が少なか

ったりして、我が子を、子を持つ親としては、学校

に協力せんないかんと、それなりの形で犠牲も払わ

れて運営が成り立っているということは、皆さんも

承知していただきたいと思っております。ぜひその

ことは肝に銘じとってください。 

 それでは、４番目の学校の規模適正化検討委員会

の現状についてということで、市長はこの会の発足

に当たりまして、現在の公立小中学校の統廃合は考

えていないというのを前提で、これを平成24年度に

発足されたと思っておりますけれども、今の現状は

どのような形になっておるか、内容の説明をお願い

したいと思います。 

○教育長（山下卓朗君） 市教育委員会では、いち

き串木野市立小中学校の適正規模及び適正配置につ

いて検討をし、望ましい学校教育環境の整備と充実

した学校教育の実現に取り組むために、昨年９月27

日にいちき串木野市立小中学校規模適正化検討委員

会を立ち上げたところであります。委員の構成とし

ましては、学校代表、保護者代表、地域の代表等の

計25名となっております。 

 本年度は、当委員会を４回開催しており、第１回

目は、当委員会の設立の趣旨、県内における市町村

の事例の紹介、本市における小中学校児童生徒の現

状及び推移についての説明。第２回目に本市の小規

模校、大規模校の視察。第３回に先進地であるさつ

ま町への研修視察。第４回目は、学校規模によるメ

リット、デメリットについて検証、検討をいただい

たところであります。 

 平成25年度は、引き続き同じ委員構成により、５

回の委員会を開催し、学校規模及び適正配置につい

ての提言もいただくこととしております。 

○15番（宇都耕平君） 今、それぞれの形で５回ほ

ど開いたと。内容を見ますと、それぞれ課題も設け

られて、まして研修もされているようですけれども、

いろいろとこれからまた質問しますが、こういうこ

とは行われなかったか、また、これからも参考にし
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て行っていただきたいということを申し上げたいと

思っております。 

 県内の公立の小中学校が新聞等で皆さんも知って

おられるように、小学校が22校、中学校が４校、今

月末で廃校、廃止になりますよね。我々のころは、

相当おりましたベビーブームの第一期生でありまし

て、何らそういう子供たちの児童数ということには

心配もなかったんですけれども、非常に今、だんだ

ん少なくなって、こういう検討委員会というのが設

けられたことと思っております。 

 そこで、小学校は形としていろいろな手だても、

特認校制度、そういうのを持っていきますけれども、

中学校の何というか、規模的に適正な形は何名ぐら

いがいいものか。私は本市の中学校の部活について、

ちょっと伺います。そういう問題の話は出なかった

ものか。課題として、題として、これからできたら

まだしてもらってもいいと思うんですけれども、中

学校時代、自分も振り返りますと、部活で自分の可

能性を信じて、一生懸命汗を流して、体力と気力の

限界に挑戦したり、いろいろなことが、青春時代を

謳歌した時代でありました。 

 そして、仲間とのきずなも強めていった。多感な、

何ていったって、同窓会で集まれば、中学校のとき

のことが一番みんなでも話し合いになりますよね。

その中で、しかしこういう形で、もう少子化の現在、

本市の５中学校の部活について、生徒、保護者の希

望等を踏まえ、運営上どのような問題点があるか伺

いたいと思います。そういう話し合いも適正化の中

には含まれていないものか、伺いたいと思います。 

○教育長（山下卓朗君） この現在立ち上げており

ます適正委員会の答申の中には、本市の小学校にお

ける適正規模はどれくらいなのかということを答申

をしていただく。中学校においては、適正な規模は

１学級何名ぐらいなのかということを答申をしてい

ただく。 

 だから、その答申の前に、私ども教育委員会の考

え、市の考えを、小学校は何名だ、中学校は何名だ

ということを申し上げるわけにはいきませんで、こ

れは全国の、これまでの文部科学省の方針としまし

ては、１学年２クラス以上だろうということを言っ

ていますけれども、ただし、それぞれの地域の実態

に即して、検討されるべきであるという項も設けら

れておりますので、本市における適正規模、そして、

適正な通学範囲はどれくらいなのかということは、

本市に合った検討をしていかなければならないとい

うことでありますので、ここでは申し上げられませ

んが、議員御指摘のとおり、中学校においては、部

活ができる、試合に出場できることが一つの目安に

なって考えられていくのではないかと、このように

考えておりますけれども。一般的なことでまことに

申しわけありませんが、そういうことであります。 

○15番（宇都耕平君） というのを申しますのは、

要は小学校ではスポーツ少年団の形でいろいろな形

の分でバトミントン等いろいろなのがあって、市来

の中学校の例を申しますと、そこで市来小も小さく

なったわけです。我々のころは多かったもんですか

ら、部活の選択もあったんですけれども、限られて

くるわけなんです。そういうふうになったとが、子

供も親も一生懸命その部分で頑張ってきて、夢を託

して、それで、生きて行って教員になったり、いろ

いろな手段も、我々の世代でもおったわけです。そ

れの芽がつぶれる可能性が大ですよね。将来ある子

供のことを考えると、そのためにこの適正化という

形をとられるのは私は十二分にわかっておるわけで

す。 

 そういうことを考えるときに、やはり先ほど市長

が、私へのあいではこれを統廃合する考えはないと

おっしゃいましたけれども、将来ある子供たちのこ

とを考えると、我々地元の人間は、学校が消えると

いう、どうこうちゅうというのは、もうみんなそう

いう感情論が走るわけですが、ぜひこういうのを立

ち上げたのであれば、ある程度の断腸な思いもして、

ひとつぴしゃっとした形を出して、子供たちがこう

なるためにもこうしたほうがいいんじゃないかとい

う、先ほど答申を出すという形になっておりますか

ら、そういうのも考慮しましてぜひ考えていただき

たいと。 

 本当に、やはり部活ちゅうのは、中学校は一般の

我々もそういう形で運動してきた人間ですので、一

番わかるんですよ。青春時代に。そういうことで、
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それはもう勉強も大事ですけれども、まず体、精神

をつくるのはそこだと思っておりますから、ぜひそ

ういうのを踏まえた形で、ひとつ考慮していただき

たいと私は考えるんですが、教育長の考えを伺いま

す。 

○教育長（山下卓朗君） 議員御指摘のとおり、中

学校における部活の存続といいますか、推進といい

ますか、大きな課題があるようであります。これは、

本市だけではなくして、県下の中学校における小規

模校の課題でもあると。 

 したがいまして、中体連などでは、部活が２校合

わせた部員で県の大会に出場してもいいということ

で、先日は、串木野中学校と串木野西中学校の女子

バレーが合同で行きまして、県で準優勝ですか。そ

して、今度九州大会に出るということになっており

ますが、中体連のほうでもいろいろ対策を講じてい

るようですけれども、議員御指摘のとおり、できる

ことならやっぱり１校で部ができるということが望

ましいことでしょうから、そういうことも踏まえな

がら、検討委員会の中では検討されていくのじゃな

いかと、このように考えております。ありがとうご

ざいました。 

○15番（宇都耕平君） ケースバイケースで、まし

て串木野中学校と串木野西中学校が一緒に合同でな

ってちゅうのも、本当に世の流れですね。昔は、も

う串木野中学校なんかも大きくて、県下で２番目の

大規模、我々の世代だったと、議長もわかっておら

れると思うんですけれども、そういう時代だったん

ですよね。 

 その中で、やはり部活は、そういうのでまとまっ

て、高校も野球も２校でやるとか、そういうような

ケースバイケースがありますので、そういうのも踏

まえて、それぞれの子供たちが部活で頑張りたいち

ゅうのは、そういうのをケースバイケースを考えて、

弾力性を持って、ぜひ指導していただきたいと思っ

ております。 

 ２番目に聞きますけれども、適正化の中で、並行

いたしまして、いろいろな子供たちやら、皆さん、

父兄からでもいいんですが、アンケート調査等を行

う考えはないか伺いますけれども。 

 まして行われているか。また、するか。そこらも

聞きたいです。 

○教育長（山下卓朗君） 現在、設立しております

学校規模適正化検討員会は、それぞれの部門の代表

者でありますので、それぞれの御意見も踏まえなが

ら、意見が出されるものだと思っておりますので、

今のところ、全市的にアンケートをとってどうかこ

うかということではなくして、今度の適正化規模検

討員会というのは、どこの学校をどうするこうする

と、再編にかかわる計画ではなくして、本市におけ

る小学校、中学校の規模はどれくらいが適当なのか

ということの基本的な考え方について答申してもら

うことですので、今の段階でアンケートをとるとか、

とらないとかということは、両方、全然考えており

ません。とるとはもう考えておりません。 

○15番（宇都耕平君） 基本的な言葉ということで

ございますけれども、やはり25名ですかね。委員の

方々。それぞれ見識のある方だと思っておりますけ

れども、やはり文殊の知恵ちゅうのは、一人よりか

二人、三人、全体。そして、ましてや子供たち、そ

れぞれ父兄、そういう方々の参考としても、これか

ら、また１校をお願いしたいと思っておるんですよ

ね。 

 それと、やはり一番児童生徒と携わっているのが

職員の方々だと思います。であれば、やはり今度は

その会の中に、これがあと何回されるかわかりませ

んけれども、これからの中で、先生たちとの話し合

いの場も持っていただいて、現場の先生方の意見も

それぞれの考えがあられると思いますから、ぜひそ

ういうのも受け入れていただいて参考にし、ひとつ

適正化をうまく持って行って、いちき串木野市の将

来ある子供たちのことを考えていただきたいと思う

んですけれども、どんなもんでしょうか。 

○教育長（山下卓朗君） 児童、生徒を含め、それ

から学校の教職員を含め、全ての人の意見を反映し

たらどうかという御意見は大切に受けとめさせてい

ただきたいと思いますが、教職員の代表としては、

学校長の代表が参加をしておりますし、そして、地

域の方々の代表としては、地域の公民館関係の方々

が入っていますし、それからＰＴＡ会長は全員入っ
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ているということでありますので、それぞれ代表し

た御意見が出るんじゃないかと、このように思って

おります。 

 したがいまして、多くの方々の意見がこの意見を

まとめる段階で反映されてくるんじゃないかと、こ

のように私どもは考えております。 

○15番（宇都耕平君） 学校の代表は校長であるか

ら、校長が代表として出ておると。しかし、校長は

管理職、トップですけれども、児童生徒と一番接触

している教師ですよね、先生の意見というのも、そ

の会に、会員にはなっておられないかもしれません

けれども、参考意見、そういうのを聞くという場も

設けてもらいたいというのが私の気持ちなんですが、

そこらはこれからの会の中で、あれば考えていただ

きたいと思うんですが、どんなもんでしょうかね。 

○教育長（山下卓朗君） 今回の、こういうような

適正規模検討委員会の中で、そのような意見を聞く

場をセットすべきなのかどうなのかということにつ

いては、私は必要はないと、このように考えており

ます。 

 しかし、学校の統廃合を含めた再編成という段階

になると、これは市立でありますので、市長の判断

が最重点でありますし、その判断を支えるものとし

て、私ども教育委員会として基本計画を作成しなけ

ればなりませんので、その基本計画を作成する段階

において、議員の皆さん方の御意見も聞くことにな

ると思いますし、市民の皆さんの御意見を聞くこと

もあると思いますけれども、今の段階で、このよう

な場を設けるということは、はっきりと申し上げる

わけにはいきませんので、今はそれぞれの委員会の

ところで責任を持って、責任のある役割を果たして

いくということに努めるということしか言えません。 

○15番（宇都耕平君） それでは、この検討委員会

の皆さんが責任を持って、適正化の規模の学校をつ

くり上げるということを教育長が表明されましたの

で、それを期待いたしまして、全ての質問を終わり

ます。 

○議長（下迫田良信君） 次に、東勝巳議員の発言

を許します。 

   ［17番東 勝巳君登壇］ 

○17番（東 勝巳君） 私は日本共産党を代表して、

さきに通告した問題について、市長に質問をいたし

ます。 

 初めの質問が、川内原子力発電所１号機、２号機

の再稼働について伺います。市長は昨年12月議会で、

私の質問に対して、原子力発電にかわる再生可能エ

ネルギーについて、その重要性を認めながらも、現

時点では安定性など課題もあって、原子力発電にか

わるには容易でないと。一定の期間は、安全性の確

保を前提にして、原発の再稼働はやむを得ないので

はないかという答弁だったと思います。 

 東京電力福島第１原発事故発生から間もなく２年

を迎えます。廃炉へ40年の終息は、遅々として進ん

でおりません。高濃度の汚染水の水漏れが続き、高

濃度の海底汚染が大きな問題になっております。 

 15万人余の福島県民の避難生活は、先が見えない

深刻な状況が続いています。最近の報道によると、

26年前、事故を起こしたチェルノブイリ事故の現在

の現場は、まだ先の見えない終息の作業が続いてお

り、周辺は立ち入り禁止、ふるさとを追われた人々

は遠く離れた土地で闘病生活を送っていると報道さ

れています。 

 現在の原発技術は、重大事故の可能性は排除でき

ず、使用済み核燃料の安全な処分もできない。原発

が再稼働すれば、２年間で中間貯蔵施設は満杯にな

るといわれています。 

 青森県六ヶ所村の再生処理工場は20年近く莫大な

資金を使って仕事を進めていますが、今なお稼働の

めどは立っていません。仮にこの施設が稼働をして

も、そこから生ずる高レベルの放射性廃棄物は、処

分の見通しは全くゼロであります。 

 こうした危険性を持つ原発を世界有数の地震国、

世界で一、二の津波国日本に集中立地することは、

危険極まりないことであります。 

 ２月１日、政府の地震調査研究本部は、九州にあ

る活断層の活動確率について長期評価を発表し、こ

の中で、川内原発に近い甑断層帯、それに市来断層

帯が新たに評価対象になり、いずれもマグニチュー

ド７.５程度が予想され、甑断層については、津波

の発生を検討する必要があると指摘をしています。 
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 原発推進と再稼働は原発ゼロの日本が求める国民

多数の行為に真っ向から背くものであります。川内

原発から20キロ圏、全市が危険区域になる本市の市

長として、再稼働反対の立場に立つべきだと思いま

すが、改めて所見を求めます。 

 残りの質問は、質問席から続けます。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 東勝巳議員の御質問にお答

えいたします。 

 原発の再稼働についてであります。 

 これまでお答えをしてまいりましたとおり、原発

については、可能な限り比率を減らす脱原発の方向

に進むべきだと考えております。 

 しかしながら、再生可能エネルギーの本格的な拡

大には現時点で課題もあることから、原子力発電を

すぐに代替することは容易ではなく、一定の期間を

要するものと捉えており、安全性の確保を大前提と

して、当面の稼働はやむを得ないのではないかと考

えているところであります。 

 まずは、原子力規制委員会において新しい安全基

準により、安全性を厳格に審査していくこと。そし

て、国において、最終的な判断の過程、仕組みにつ

いてきちんと整理するとともに、国の責任の上で十

分に地元への説明がなされ、判断の過程において市

民の意見、意向が十分に反映されることが必要だと

考えております。 

○17番（東 勝巳君） 12月の答弁と変わらない答

弁ですが、本市でも昨年の県知事選挙で、この原発

ゼロを目指す大きな世論が示されています。 

 それから、12月から今回３月、１号機、２号機の

稼働をやめてほしいという陳情が８件上がってきて

いますが、続けてくれと、推進は１件も上がってき

ておりません。 

 これでも、市民の再稼働反対の意思は、大多数の

市民がそういう願いを持っておると思いますけれど

も、再稼働を許すということは、結局、前内閣でし

たが、国の調査でも８割近い国民が再稼働に反対を

しているという国民の願いに背くことになるのでは

ないかと思いますけれども、その点についてはどの

ようにお考えなのか、ちょっと聞いておきたいと思

います。 

○市長（田畑誠一君） これまで国民の皆さん方の

いろいろな意識調査とか世論調査とかの数値は今お

述べになったことは、私も承知をしております。 

 したがいまして、先ほど申し上げましたとおり、

これから先の我が国のエネルギーのあり方というの

は、やはり原発を極力減らしていく、脱原発を目指

すという方向性に立つべきだと考えております。 

 しかし、先ほど申し上げましたとおり、原子力発

電をすぐに代替するということは、なかなか容易で

はない。一定の期間を要するものであって、安全性

の確保を大前提として、原子力規制委員会の審査と

か、いろいろな段階を経て、当面の稼働というのは

やむを得ないのではないかというふうに考えている

ところであります。 

○17番（東 勝巳君） 私はその当分というのがよ

くわからないんですけれども、もう原発がとまって

から、川内に限らず、全国かなり期間がありますが、

原発が稼働しなくても電力はずっと足りているじゃ

ないですか。だから、原発が動かなくても足りてい

るのに、当分の間は稼働しなくちゃいけないという

のもちょっと論理が矛盾になると思うんですけれど

も。 

 きのうの南日本新聞に載りましたけれども、この

規制委員会が、古い原発について廃炉が現実にとな

っております。運転期間の原則は40年だけど、30年

したらそれはもう廃炉を目指すシナリオも現実味は

あると言われているんですけれども、川内原発一、

二号機は、まだ30年は越さないけれども、もう30年

ぎりぎりは来ているんですよね。だから、そういう

点では古い原発であるし、現実に原発がなくても、

特に九州管内は人口も減るし、九州全体も人口は減

るし、もううちも減りますけれども、電力の消費量

は減る。それから今、本市でもやっていますけれど

も、再生可能エネルギーや太陽光、風力も全国各地

で家庭も含めて普及が進んでいて、再稼働しなけれ

ば電力は足りないと、そういう現実はないんじゃな

いかと思いますが、やっぱりそれはないというお考

えですか。 

○市長（田畑誠一君） 昨年の夏、御承知のとおり、
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全国原子力発電54機全部停止という時期がございま

した。したがいまして、この夏の電力需要に対応で

きるのかということは、国を挙げての課題であり、

国民の最大の関心事でありました。 

 そういった中で、国を挙げ、国民みんながこぞっ

て、殊のほか初めての本格的な体験として、節電に

大いに努めたというふうに記憶しております。幸い、

昨年の夏は思ったよりも、気候的にもやや恵まれた

という点もあったと。何よりも節電の、消費のほう

の側から判断をしますと、一番の大きな要因は、さ

っき申し上げました国民こぞっての節電であります。 

 気候が少し加勢をしたこと、それから企業におき

ましても、節電のために昼間の操業をやめて、電力

需要が少ない夜に操業をして、そして手助けをした

ということもお聞きをしております。 

 また、電力を生み出すほうでは、老朽化した火力

発電をだましだまし、ちょいちょい故障が起きたみ

たいですが、何とか稼働をさせて、そして、大変円

安で非常に油代が高かったわけですけれども、たし

かこの川内原発は１日十二、三億円ぐらいだったと

思っておりますが。油代、そういう形で何とか乗り

切ったという現実も、私たちはやはり精査しなけれ

ばいけないと思っております。果たしてこのような

状況がずっと続くのか。安定して保障はできるのか

というのには、いささか疑問があるのではなかろう

かと思います。 

 幸い、今お述べになりましたとおり、本市も工業

団地にメガソーラーが始まりました。大きくは鹿児

島県の石播重工の予定地の跡も大きなメガソーラー

の事業が始まろうとしておりますし、始まっており

ますね。本市はまた、風力発電もおかげさまで10基

ほど、昨年の12月16日から送電を開始しております。

こういった形で、全国的に代替可能のエネルギーが

どんどん、これからそのウエートを増してくるんで

はなかろうかと。 

 したがいまして、さっき申された南日本新聞の報

道等につきましても、やはりそういった古い原子力

発電は、原発を減らしていくという過程の中で、現

実味を帯びてきているんではないかなと私も考えて

おります。 

○17番（東 勝巳君） 節電をして、原発を稼働し

なくてもいいのであれば、それに越したことはない

んじゃないかと思うんですけれどね。それに、人口

が減って、電気の消費が減る。それから、いろいろ

な電気器具も電力を食わないような新しい機械がど

んどん発達するとか、自然エネルギーの太陽光、風

力はものすごいテンポで進んでいると思うんです。 

 そういうのを考えると、川内原発の場合に、やは

り再稼働をする理由はないのじゃないかなと私は思

うんですけれども、市長はなかなかそういうふうに

はならないんですかね。もう十分間に合っているん

じゃないですか。 

 この前、宮崎の木城町に行きました。水力発電で

す。120万キロワット。使っていないふうでしたよ。

原発が回らんのに。余裕があるんじゃないですか。 

 大分の新大分発電所は、液化天然ガスですけれど

も、250万キロワット、それをさらに原発の関係が

あって１基増やして300万キロワットぐらいにする

という動きもあって、もう原発に依存しなくても、

特に九州管内の場合は、私は十分今の状況で再稼働

は必要でないのじゃないかと思っているのですけれ

ども、再稼働する理由はなくなっているんじゃない

かと思いますが、やっぱり違いますかね。 

○市長（田畑誠一君） エネルギー問題というのは、

国家全体、そして将来にわたって政府の見解におい

て指針を出すべき大きな国の課題であります。そう

いった面で、また国民にとって、原発の今回の事故

を踏まえて、原子力発電に対する考え方、不安とい

うのも非常に増していることも確かであります。 

 したがいまして、このエネルギー全体として考え

て、資源のない我が国でどういった形でエネルギー

を供給するのか。エネルギーの供給そのものは、す

なわち地域の活性化、国の産業、経済の発展、そし

てまた雇用を守る、経済成長につながるという面も

あります。そういったあらゆることを考えた場合に、

安定的なエネルギーの供給というのは、どういう位

置づけにあるべきか。原子力発電は。もちろん、こ

れから原子力発電をどんどん減らしていく。今、40

年の話もありますが、耐用年数の。どんどん減らし

ていく中で、国として原発の、原子力発電のあり方
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をこれから先ずっと将来を見据えた形でやはり方針

を出され、それに沿っていかれるべきだと私は考え

ております。 

○17番（東 勝巳君） なかなか議論が進みません

けれども、もう一つ聞きたいのは、さっき言ったん

だけど、使用済み核燃料です。もんじゅも動かない

し、六ヶ所村の再生工場も稼働しないし、結局あと

２年でもう満杯になると。 

 一昨年でしたかね、下北半島に行ったんですけど、

むつ市というあの広大なところは、農地をはーっと

基盤整備みたいに広げて、そこは東京電力の中間貯

蔵施設なんですよ。そういうところも、もう全部満

杯になるということですので、実際は再処理工場が

稼働しなければ、もう使用済み核燃料で行き詰まっ

てしまうのではないかと思うんですけれども、その

点については、市長、どんなふうな御理解ですか。 

○市長（田畑誠一君） 核燃料サイクル事業につい

て、今お述べになっておられます。原発から出る使

用済み燃料を再処理して使用する核燃料サイクル事

業は、資源に乏しくエネルギー自給率の低い我が国

にあって、エネルギー確保の観点から重要な事業と

して進められてきましたが、ＭＯＸ燃料工場が工事

を再開、再処理工場は操業が延期されるなどして、

使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設中の段階であ

ります。 

 核燃料サイクル事業は、原発政策と密接にかかわ

るものであり、核燃料サイクル事業の中止となると、

全国の原発から青森県に集まっている使用済み核燃

料の返還等の問題もあるため、処分の方法やコスト

など国により責任を持って検討される事柄であると

考えております。 

○17番（東 勝巳君） 前進しませんので、こう何

度もなりますけれども、再処理工場は、結局、1993

年から始まって97年には完成の予定だったんです。

それがもう2013年になってもまだ稼働しないと。そ

ういう状況で、全く見通しは立っていないんですよ

ね。だから、見通しが立たなければ、結局、使用済

み核燃料は満杯になって、もう原発は動かせないと、

私はそういう事態になると思います。議論が平行線

ですし、時間もないですから進みます。 

 ２番目の問題は、地域循環型経済の推進と書いた

んですけれども、報道で、高知県の梼原町というと

ころは90％が山林だそうですが、山の頂上に風力発

電を大震災の前につけて、その風力発電の利益を基

金にして、太陽光発電とか森林の伐採とかに補助金

を回して、町内に仕事と資金が循環をして活性化を

したというのを見て、私も今度質問をしたんですけ

れども、本市にもこのように宝探しじゃないけど、

知恵を働かせれば、まだ海もあり、山もあって、そ

ういう循環型のやり方でこの町を活性化することは

できるんじゃないかなという思いで今日質問してい

ますが、提案的な質問になると思いますけれども、

時間もないので、一つ一つしていくと時間がかかり

ますから、一応、私が全体で通って後でコメントし

てほしいと思うんですが。 

 一つは、今年の予算に組んでいただいたんですけ

れども、住宅リフォームですが、これは長い期間は

かかりましたが、私はこれもやっぱり循環型の一つ

の、業者が地元の資材を買ってリフォームをやって、

それが雇用と賃金、所得にも反映して、税収にも反

映してくると、こういう形のものがいろいろあるん

ではないかと。 

 今、食のまちの問題がありますが、食のまちでも、

町も言っていますのは、小手先の料理がどうじゃな

くて、やはり食のまちの基本は食をつくる素材です

よ。素材がまともでなければ、食のまちはうまくい

かないと思うんですけれども。結局、安全で、新鮮

で、おいしい、そういう素材が提供されなければ、

食のまちはうまくいかないと。そのためには、やっ

ぱり生産者、農家が化学肥料じゃなくて、土壌を健

康にする、有機農業です。こういう有機農業を進め

て、食材の生産を教育しなければ、食のまちはうま

くいかないと思っていますので、ここでもそういう

経済循環が、農業生産と食のまちとかみ合って、好

循環が進むのではないかというのが一つあります。 

 それから、もう一つは、学校給食ですけれども、

12月も聞いたんですが、聞いてみると、主食と副食

で１億2,000万円ぐらい食材の買い物をすると。よ

く調べてみると、実際はいちき串木野の店で買うの

もあるんでしょうけれども、ほとんど大部分は市外
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から買っていると。お米なんかはほとんど100％近

くを市外から買っていると。これがやはり何千万、

億までいかなくてもこういう食材が地元で地産地消

で供給しないと、その波及効果は大きいと思います。 

 学校給食法では、食料の生産、流通及び消費につ

いて正しい理解に導くとか、最近ですけれども、文

科省が学校給食での食育を上げ、食文化を通じて地

域の理解や食文化の継承などを上げ、一層の地場産

物の活用や米飯給食の充実を進めるとの指導をして

いると。違っておりましたら、教育長からまた訂正

をしてもらえればいいんですけれども。新聞報道で

こういうのがありました。ですから、ここでもやり

方によって、地域経済の循環的な事が進むと。 

 それから、今年から竹林の伐採に、チップの１円

ですけれども、燃料を出しました。これは前も言っ

たんですけれども、私は去年福岡県の八女、竹林の

盛んなところに行ったときに、八女市の職員が昼の

ご飯に行こうと言って行ったら、道の駅でしたが、

うちではまぐろラーメンといいますけれども、あそ

こはタケノコカレーというのをずっとやっていると

いうことでした。 

 竹林の問題で思っているのは、今、新聞報道であ

りますが、竹炭というのも非常に貴重なものなんで

すけれども、イノシシは嗅覚が強くて、うちの山も

今イノシシが毎日来ていますが、ただ人間が竹林は、

孟宗竹は里山ですから、ここに人間が行くと、イノ

シシは人間のにおいをききわけて、そこには来ない

と。わなをかけるときに、人間のにおいを消すよう

にシートを敷いているみたいですけれども。そうい

う習性があるので、山を、竹林を整備して、里山に

人が行くとイノシシも来ないと。 

 それと同時に、タケノコですよ。タケノコカレー

の話ですが。タケノコも市内でもかなり伊集院の最

盛期は地元の店に出すんですけれども、だんだん価

格が落ちていく場合に、郡山の工場に持って行く人

がいる。それがほとんど収益を上げているというん

ですけれど。 

 だから、食のまちの兼ね合いでタケノコについて

も、今真空パックっていうのかな、あれとか缶詰と

かありますけれども、そういうものをここで相当本

市も農村地区の面積が大きいです。ここを竹林を整

備して、タケノコも集めて加工して、そして保存を

するようなものをつくっていけば、食のまちともか

み合って、しかも、そこに雇用と所得を増やすこと

ができると。そういう観点で考えると、１円の補助

といっても非常に大きな波及効果があるし、そんな

ふうに活用することが必要ではないかと思っていま

す。 

 それからもう一つは大豆のことなんですけれども、

昔は僕も大分大豆つくったんですが、貿易自由化で

もう２％、自給率は２％まで落ちたんですけれども、

遺伝子組み換えの大豆の問題があって、今７％まで

自給率は上がっているんですけれどね。上がってい

るんですけれども、九十何％は輸入で、ほとんど遺

伝子組み換えですから、納豆でも遺伝子組み換え大

豆は使っていませんとか貼りますが、これは定かで

はないという話です。大体、九十何％が輸入なんで

すからね。 

 ですから、非常に食品の安全志向の中で、私は大

豆を見直して、田んぼの休耕田とか、荒廃の畑も多

いですし、こういう畑に大豆をつくらせて、遺伝子

組み換えじゃない大豆で豆腐を。 

 豆腐といえば、川辺の道の駅でしたかね。そうい

う地元の大豆で豆腐をつくって、ものすごく鹿児島

市からの客が道の駅に集中したという報道があった

ことがあるんですけれども、だから、そういう地元

の遺伝子組み換えじゃない大豆で納豆とか豆腐とか、

元をいえば味噌、醬油までですが、そういう加工を

していく。 

 大豆も栽培が大変ですから、竹林じゃないですけ

れども一定の支援をしてもらって、そういうことに

力を入れていくと。それだけでも、この道の駅に豆

腐を買いに行く人が増えたり、有名ないちき串木野

は遺伝子組み換えじゃない純粋の物だということで

人気が出てくるのではないかと。そういう点の発想

もひとつやったらどうかと思います。 

 それからもう一つ、私は今御縁があって、桑の茶

を毎日飲んでいるんです。桑の茶は南日本新聞のひ

ろば欄にたびたび出るんですけれども、今鹿児島に

桑振興会というのができて、桑の葉にカルシウムや



 
- 95 - 

亜鉛などが豊富に含んでいて、粉末茶にすれば血糖

値抑制効果などで非常に健康になるということで、

私は今これを買って飲んでいるんですが。 

 私なんかは小さいころははだしで、教科書は風呂

敷に包んで、うちの前は全部桑畑でした。桑畑の下

をくぐって学校に行って、帰り道は桑の実を食べて、

唾を真っ黒にして帰った。そういう時代でしたけれ

ども。 

 だから、ここは桑は育つ、歴史的にね。栽培する

とすれば、桑場が非常につくりやすいあれで、病虫

害にも弱くて、こういうものも考えれば、それをお

茶にして販売するとか、そういうことなどいろいろ

本市の場合でも、よく考えると地域活性化に役立つ

し、雇用と人口増に結びつく。 

 今ちょっと市民課に聞いたら355人ぐらい平均で

人口が減っているという。もうしばらくすると３万

を切りますからね。やっぱりこれに歯どめをかけて、

市長は交流人口のあれに熱心だけど、交流人口とと

もにやはり定住人口を減らさないようにするという

ことが非常に重要で、今言ったような施策をいろい

ろ練って。 

 この前佐賀に行ったら、佐賀は水田は全部使って

います。麦でしたけれども。ここのいちき串木野は

もう稲をとったら全然使わないんですけれども、こ

ういう裏作などもいろいろな形で使って、そこで地

域経済を活性して、農家所得も上げるし、その上で

税収も上がるとかいうような形で考えると、やはり

海、山、川、こういうものを結びつけていろいろ考

えれば、本市はそういう隠された資源がいっぱいあ

ると思って今度の質問をしたんですが。 

 以上ですけれども、コメントがあればお願いしま

す。 

○市長（田畑誠一君） 今、東勝巳議員のほうから

地域循環型経済の推進という大きなテーマで梼原町

の例、それから地道な本市の農産物等を例にとって

お話をなさいました。 

 地域循環型経済の推進をすることによって、雇用

が生まれる。あるいは、また我が町が目指している

食のまちの資する。そして、また何よりも定住人口

につながるんだと。一次産業の方の元気が出るんだ

と。こういうお話でありました。 

 そして、不平不満を言うんではなくて、ない物探

しをするのではなくて、地域にある宝探し、ある物

探しをしてまちおこしをしたらどうかというご高説

であられました。これは私ども、今に責任を持つ、

今を生きる者の生き方として、まさに人生訓だと私

は思いながら、先ほどからお聞きをしておるところ

でありました。 

 そこで、本市の今の状況ということについてお話

をさせていただきたいと思います。地域の資源であ

る農林水産物、地場産品、人材、技術、資金、エネ

ルギーなどを地域内に還元をして、活用するという

のが、先ほどからお述べになられました地域循環型

経済の考え方であります。 

 さっきも雇用につながるとか、いろいろ申し上げ

ましたが、本市の状況を少しお話をさせていただき

ますと、西薩クリーンサンセット事業協同組合の焼

酎かすバイオマス事業や西薩中核工業団地企業を中

心とした合同会社さつま自然エネルギーのメガソー

ラー事業も同様の取り組みであると言えると思いま

す。 

 メガソーラー事業では、大企業や１企業がその収

益を吸収してしまうのではなく、地元の中小企業や

金融機関、行政が力を結集し、その発電収益を地元

に還元するといったことや、市民ファンドでの分配

金を地場産品にかえるなど、地場産業の活性化につ

ながる全国での初めての試みで、持続可能なまちづ

くりに取り組んでおられます。 

 また、同社では本年度、太陽光発電事業で得られ

た収益をツーリズムや観光の原資として還元できな

いかといった可能性調査も行われております。 

 このように次世代のエネルギーとして、太陽光、

あるいは風力のエネルギー政策に積極的に取り組ん

でいるということで、実は先般、昨年の暮れ、前東

京大学の総長であられますが、現在の三菱総研理事

長さんに対談を申し入れいただきまして、ありがた

いことに行ってまいりました。今日の雑誌で、昨日

ですか、発売をされているようですが、そういった

ことで、本市は非常に注目をされておるようであり

ます。 
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 このほか、市として平成25年度は、これもこれま

で議員の皆さん方からいろいろ御要望、御意見がご

ざいました太陽光発電設置補助事業、それから、６

次産業化可能性調査、それからさっき例をお話しな

さいました竹林改良促進支援事業、薩州串木野マグ

ロプロジェクト支援事業、空き店舗活用促進事業、

観光交流促進事業、それから、七、八回御質問され

ましたが、住宅リフォーム補助事業など、できる限

り地域に還元する仕組みを構築をして、地域循環型

経済を推進していくこととしております。 

 本市には、太陽光エネルギーに限らず、まだまだ

多くの資源があると考えております。これらの地域

資源を活用して、そこで得られた収益を還元し、市

内の地場産業の活性化や雇用の創出、定住人口の拡

大に結びつく持続可能なまちづくりに取り組んでま

いりたいと考えているところであります。 

○17番（東 勝巳君） この項でもう一つ、私はさ

っき大豆のことを言ったんですけれども。例えば、

大豆で豆腐とかそういう物をつくれば、冠岳の工業

団地、西岳の裾野のきれいな水で、そういうタケノ

コの缶詰とか豆腐とかすれば、あそこの環境でつく

ると水もいいし、環境もいいし、非常に宣伝的にも

すばらしいところで、限界集落ですけれども、あそ

この活性化にもなるんじゃないかと思っていますの

で、申し上げておきます。 

 それからもう一つ、市長は羽島ですから、羽島の

生姜つけあげっていうのかな。ガネっていうんです

かね。あれを私の友達がいつもくれるんだけど、娘

が気に入って、もう買いに行くんですよ、羽島まで。

羽島の店まで買いに行くけど、売り切れでないとい

う。ものすごくおいしいという評判。ああいうのを、

見かけは余りよくないけど、道の駅で宣伝すれば、

本当にそれはそれで魅力をひくんじゃないかと。う

ちの娘のあれを見ておってそんな感じで。羽島へ行

ってもいつも売り切れでないと言っていますから。

そういうのをぜひ考えてください。 

 それから、ちょっと時間もですから先に行きます

けれども、次はＴＰＰ参加阻止についてなんですが、

平成23年12月に議会で意見書を出しています。全国

の90％の地方自治体が決議や意見書を出しています。

このＴＰＰ参加阻止の意見書をです。それから、お

とといは宮崎県議会が全会一致で阻止を決議をして

います。 

 この前、安倍総理が会談したんですけれども、宮

路さんもそうですが、自民党の国会議員の７割が反

対なんです。阻止に。何で今変なふうになっている

のかと思うんですけれども、日米共同声明の中には、

「全ての物品が交渉の対象にされる」ということが

書いてあります。しかし、この同じ文脈で続いてい

るんですよ。「及び、日本が他の交渉参加国ととも

に、2011年11月12日にＴＰＰ首脳によって表明され

たＴＰＰの輪郭（アウトライン）において示された

包括的で高い水準の協定を達成していくことになる

ことを確認する」という文言がついているんです。

マスコミもこの前だけを言っているんです。後ろの、

後段の部分は全部の物品が完全撤廃を確認している

んですよ。 

 だから、昔うそを言うなら大きなうそを言ったほ

うがいいと言う政治家がおったけど。私の顔がうそ

をつく顔に見えますかという日本の大臣もおったん

ですけど、そういう部類の問題ですよ。全くでたら

めなことで、全ての関税を撤廃するんだということ

で確認しているのに。日米共同声明で。そこを触れ

ない。マスコミも政府も。自民党の７割もそこを触

れないのか、だまって今いるけどね。 

 民主党の消費税の公約違反よりももっと大きな公

約違反ですからね。参議院選挙は勝てないと思いま

すよ。だから、まだ参加を決めていませんから、ぜ

ひいちき串木野市長が阻止の意思表示をして、これ

を阻止してほしいと。 

 大体、食料自給率を39％から13％におちるという

のは農水省の計算でしょう。もう今は何か防衛費を

安倍さんが増やすと言うけど。尖閣諸島で。防衛費

を増やして、１カ月そこらしか食べ物がないのに、

何で国を防衛することができるのか。もう昔の戦争

でみんな知っているでしょう。食べ物がないところ

に、国の防衛もあったもんじゃないんだけど。 

 米というと、60キロ2,000円なんです。我々は、

バインダー袋で売る30キロで1,000円なんですよ。

今入ってくるのは。アメリカの経営面積は日本の10
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0倍。大きさでいえば、日本の経営面積の1,500倍で

すからね。もう横綱と保育園の園児と相撲をとらせ

るようなもんです。最初から決まっている。こんな

ことをさせたら、本当に今言った地域経済も何もあ

ったもんじゃないので、何としても阻止をしたいと

いう思いですので、市長もそういう立場でひとつ意

思表示をしてほしいと思うんですが、どうですか。 

○市長（田畑誠一君） ＴＰＰの参加阻止につきま

しては、議会の皆さん、県議会、さらには国におい

ても、そして、私ども市長会におきましても、精力

的にこのＴＰＰの参加反対ということは訴えてまい

りました。これまでも私は農業における影響の軽減

対策というのが整わない限りは反対だということを

答弁してきております。 

 今年に入ってお話のＴＰＰに関して、日米首脳会

談や国会での動きが報道されており、それによりま

すと、ＴＰＰでは聖域なき関税撤廃が前提ではない

という趣旨の日米共同声明が出されたとのことであ

ります。 

 戦いはまさにこれからなんですけれども、一応、

例外なき関税撤廃ということが、こういう文言が入

ったのは、やはりこれまでの皆さん方のＴＰＰに対

する反対、そういった一つの反映ではなかろうかと

思っております。 

 ただ、しかし、勝負はもちろんこれからです。私

としましては、本市の農業をはじめとする産業や生

活、いつも言われておりますが、医療や公共事業の

分野など、地域経済への影響が非常に大きいことか

らどのような影響があって、本市がどうすることが

最善なのか、今後もさまざまな角度から慎重な議論

を行う必要があると考えております。 

○17番（東 勝巳君） 参加阻止じゃないんですか。

参加をするなと。ＴＰＰ交渉に参加をするなと。そ

ういう立場じゃないんですか。 

○市長（田畑誠一君） 私は先ほど申し上げました

とおり、本市の農業の将来というものをしっかり保

障されない、そういう曖昧な参加はいけないんだと

いうことを考えております。 

○17番（東 勝巳君） わかりました。参加を認め

がたいという答弁ですので頑張ってほしいと思いま

す。 

 それから次に、高齢者の入所待機者の現状と解消

についてですけれども、最近、私の周辺でお年寄り

が自殺とか孤独死とか、孤独死と自殺はなかなか判

別がつかんですが、もうたくさんあって、私もちょ

っと心を痛めているんですけれども。こつこつ地道

に生きてきた高齢者が人生の最後の居場所を求めて、

本当に右往左往している現実。そして、戦前戦後を

生き抜いて、日本の現在の成長を支えてきた人々の

老後はこんな状況で本当にいいんだろうかと、私は

つくづく思うんです。 

 国の方針で、病院のほうも、介護関係ですけれど、

長期入院ベッドはもう５年後はなくするとか、特別

養護老人ホームの待機者が全国40万を超えていると

いわれているんですが、こういう問題をやっぱり放

置してはいけないと思いますが、本市の状況につい

て説明してください。 

○市長（田畑誠一君） 高齢者の施設入所待機者の

現状というのをまずお話をせよということでござい

ますが、いつも述べておられますように、いつの時

代も苦しいんですけれど、とりわけ戦後の、それこ

そ大げさに言ったら、飢えと苦しみの中、人の心も

すさんだ、そういう時代をしっかり踏ん張って復興

をしながら今日の、日本の世界に冠たるといっても

過言ではないと思いますが、日本の国家をつくり上

げたのは、もういつも言われて、力説しておられる

今の高齢者の皆さんです。その高齢者の皆さんが、

人生の行く末に皆さん方にみじめな思いをさせては

いけない。みんなであたたかく包んであげるという

のが、私どもの今の使命であります。 

 そして、そういった中で、今皆さん、長寿命化し

ておりますので、それでどうしても家族ではしっか

り面倒は見られないと。しっかりと対応してあげら

れないという状況がありますので、やはり施設入所

というのが主力になってくると思っております。 

 ただ、その反面から言わせてもらいますと、施設

入所、施設を増やせば、御存じのとおり、介護保険

料にはね返ってきますよね。その負担の面も考えな

きゃいけないんですが、ですから本市としましては、

昨年の例でいいますと、７月31日現在で、重複申込
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者を除きますと、実待機者309人という数字が出て

います。 

 そのうち病院や介護施設などに入院、入所されて

いない全くの自宅待機者という方が50人ほどおられ

ます。全部で300人ぐらいでしたので、そこで、こ

の第５期、平成24年から26年度の３年間ですけれど

も、第５期の介護保険の事業計画をつくるに当たっ

て、高齢者をお持ちの若い方、介護をなさっている

方、いろいろな方々から、たしか2,000名余りにア

ンケートをしました。どうしたらいいんだろうかと。

施設を増やしていいだろうかと。施設を増やしたら

介護保険料が上がるんだがということも含めてアン

ケートをしたんですが、たしか400円から1,000円以

内。数字はちょっと間違いがあるかもしれませんが、

400円から1,000円以内ぐらいの値上げだったら、施

設をつくってほしいというか、つくらざるを得ない

といいますかね、という御意見が実に74％でした。 

 それを踏まえまして、今度施設を、特別養護老人

ホームが29床、グループホームが２施設ですから、

18床ですので、36床です。したがいまして、今年65

床の設備の整備がなされることになります。 

 このことによって、この施設をつくったことによ

って、たしか四百何円か介護保険が上がったはずで

す。そういう状況でありますが、したがいまして、

自宅での待機者の方が大幅なといえばいいのか、た

くさん増加されなければ、平成26年度中には今の状

況では解消されるという見込みであります。 

○17番（東 勝巳君） この施設の問題で、よく言

われるんだけど、結局、施設の入所者が増えれば保

険料が上がると、言われますけれどもそれだけじゃ

ないんです。いい面もあるんです。雇用が増えるん

ですよ。やっぱり企業誘致と一緒ですからね。相当

な人が、グループホームも特老も働きますから。雇

用も増えるといういい面もあるので、ぜひ早くこう

いう人が解消するようにしてほしいんですけど。 

 私が聞きたいのは、例えば今特老に入っている、

施設に入っているけど、聞くと７万円から15万円ぐ

らいの間かな、いろいろ段々ありますけれども。と

ころが、今国民年金は平均四万幾らですよ。平均の

受給は。そういう４万円台の人が施設に入れないん

ですよね。こういう人たちは、それから、今入って

いるけど、蓄えで10万円なら10万円払ってきたけど、

結局、もうそれがなくなって払えないと。年金しか

もう残らんという場合になったときにどうなるのか。 

 それから、在宅だけど年金が４万円か５万円しか

ないので入れない。そういうお年寄りはどういう道

があるんですか。 

○市長（田畑誠一君） 今お述べになりましたとお

り、確かに国民年金は非常に低いですよね。そこで、

今度は施設を経営される方々で、もっと言葉を変え

ていいますと、国民年金でも入れるような、完全じ

ゃないけど、そういう施設をつくろうかとか、現に

そういう施設ができつつあるんじゃないですかね。

そういう福祉の事業をなさる方で、今言うような隘

路になる、所得の低い方、国民年金のみというよう

な方々に対する施設の建設というのも近年非常に言

われてきて、建設されつつあるんじゃないかと思っ

ておりますが、そういう面もございます。 

 いずれにしましても、現実の問題として、国民年

金の一部を支給されている方とか、中には無年金の

方もいらっしゃいますよね。そういう方につきまし

ては、生活保護制度の中で、利用者負担分を介護扶

助として、公費負担とすることになっております。 

 こういうこともしておりますので、こっちから積

極的にしなきゃもちろんならんことですけれども、

御心配のある高齢者の方々につきましては、御相談

をしていただきたい。こっちが積極的にすることは

第一義ですけれど、気づかない点も多いですので、

そういうふうに御相談をしていただいたらと考えて

おります。 

○17番（東 勝巳君） つまり、そういう４万円代

の年金の人で、今入っているけれども、来月からは

ちょっと蓄えが切れたから出らないかんとか、在宅

におるけど４万円では入れないとかいう人は生活保

護で救えるんですか。生活保護も今いろいろ大変だ

から。私はそういう階層の人が自殺をしたり、孤独

死になっていくんじゃないかと思っているんですけ

れども。やっぱりそういう皆さんにも公的な支援が

なければいけないんじゃないかと。そういう人たち

を救う道はないんですか。そこを聞く。 
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○健康増進課長（所﨑重夫君） 施設にまず入った

費用の関係なんですけれども、利用者負担段階とい

うのがありまして、１段階という方がありますけれ

ども、その方々は市民税非課税世帯で老齢福祉年金

を受給されている方、もしくは生活保護受給者とな

りますが、この方々につきましては、通常ですと、

多床室、俗に言う相部屋の場合ですと、１日320円

かかるわけなんですけれども、それについては無料

という形になっています。 

 それから、食費につきましても、通常の方は第４

段階の市民税課税世帯の方々は1,384円、１日にか

かるわけですが、その方々については300円という

形でそういう負担段階があります。これは一応、１

段階、２段階、３段階、４段階、それぞれ所得に応

じて負担する金額は違っているということになりま

す。 

 生活保護になりますと、食費代については、全然

払えないということになれば、生活保護の保護費の

ほうで、その分を負担をしていくという形になって、

本人に負担は生じないと考えております。 

○17番（東 勝巳君） 国民年金の平均が今幾らと

言ったけど、うちもそうなんですが、早くもらった

人が、今２万円代なんですよ、２万円。こういう人

も救えるんですか。月２万円といっても介護保険料

が引かれるから、もうどんどん目減りするんだけど。

こういう１万円、２万円の年金しかもらえない人は

救えますか。 

○健康増進課長（所﨑重夫君） その方々になりま

すと、負担段階が２段階ということになるかと思い

ます。市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と

課税年金収入の合計が年80万円以下になりますので、

国民年金は大概80万円以下になりますので、その分

しかないということになれば、第２段階ということ

になりますので、部屋代は多床室だと320円、食事

だと390円、１日にかかりますけれども、その分は

負担していただく。どうしてもほかに物すごく年金

が低くて、この部屋代と食事代も負担できないとい

う金額以下にさらになれば、先ほど言った生活保護

のほうに基準該当してくと。自分の年金と入所費用

との差額が保護費で支給されるという形になってい

ます。 

○17番（東 勝巳君） そういうことを対象者は知

るすべがあるんですか。みんな知らないんじゃない

のかな。 

○健康増進課長（所﨑重夫君） 包括センターのほ

うに、そういうどうしても施設に入りたい、いろい

ろな相談が来ます。民生委員さんを通じて、あそこ

のところについては、自宅では生活が難しいんじゃ

ないだろうかというようにいろいろ民生委員さんを

通じたり、公民館長さんを通じたり、包括センター

のほうに相談が上がってきます。うちの包括センタ

ーのほうで、社会福祉士、保健師、主任ケア、そう

いったのが一緒になってその方々のところを訪問し

ながら実態調査をいろいろする中で、どうしてもさ

すがに自宅では生活が難しいですよねということに

なれば、その方々を施設に入所ということになれば、

うちの包括センターの職員が福祉のほうと連携をと

りながら、じゃあ保護を使っての入所にしましょう

ねという形で相談を乗っていくという形になってい

きます。 

 一応、この介護保険料のサービスの利用が軽減さ

れます分については、お知らせ版等を通じて周知は

しております。ただ、どうしてもこの部分もないと

いう方々については、随時包括センターのほうに御

相談していただけたら、うちのほうで福祉のほうと

連携をとりながら入所を進めていくと。そういうこ

とができますよという形での入所を進めていくとい

う形になります。 

○17番（東 勝巳君） 議員の我々もわからないよ

うなので、やっぱりそういう人たちも救われる道が

あるなら、それを知らせる手だてをぜひとってほし

いと思う。そういうところで、いろいろ孤独死やら

僕は進んでいるような気がしますので、救いの道が

あれば、そういうのを知らせる手だてをぜひやって

ほしいと思いますけれどもよろしいですかね。 

○健康増進課長（所﨑重夫君） 今後、そういうＰ

Ｒを進めてまいりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○17番（東 勝巳君） では、最後のほうになりま

すけれども、再生可能エネルギーのことですが、こ
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の前、議会のほうからちょっと世話してもらって、

水力発電、液化ガス、バイオマスの視察をさせてい

ただいて勉強になったんですけれども、例えば宮崎

の木城町というところは、水力発電で、山の上に貯

水池をつくって、そこから水を下の川のダムのほう

へおとして、120万キロワットの出力です。そして、

夜は電気を使わない間に、逆回転させて、下からお

ちた水をまた上に上げると。原料は水ですよね。こ

れでこんな大きな発電をするというのを聞いて、私

はびっくりしたんだけど。 

 日本はアジアのモンスーン地域で、世界的に見て

も雨量は多いんですよね。しかも、山があって、平

地があって、九州から北海道まで山があるんですが、

こういう落差がいっぱいあるから、これはもう世界

に冠たる水力発電の国じゃないかと僕は思ったんで

すけれども。 

 そして、木城町というところは、そういうのもあ

って地方交付税がゼロ、地方交付税をもらわない数

少ない自治体で、いろいろ聞きよったら、トラクタ

ーを買うと100万円出るそうですよ。うちは100万円

出るということで、びっくりしたんですけどね。 

 5,000人ぐらいの山の中、田舎なんですけど、若

い人も含めて定住人口は増えているそうです。そう

いうところも九州にあるというのもびっくりしたん

ですけれども。こういう大型の水力発電は。 

 そして、それから大分の新大分発電所に行ったん

ですけれども、そこは液化ガスで発電する。250万

キロワットですごいんですけれども。タンカー船が

来ていました。聞いたら、タンカー船１台で50億、

液化ガスを積んでくるんだというからびっくりしま

したけれども。そこは再生可能エネルギーの参考に

はならないんだけど。ただそれも全部輸入品ですか

らね。 

 今、石油も液化ガスも大体50年から60年とると、

底をつくと言われています。石炭は100年を超すそ

うですけれども、原子力発電所のウランもずっとあ

るんじゃなくて、今の予想では100年したら底をつ

くと言われていますから、そういう点では、水力発

電というのは、本当に国産で外国に全然頼らなくて

できますからね。将来、本当に考えていかなきゃな

らないと思ってきたんですけれども。 

 その後、大分の日田市に行きました。ここはまた

バイオマス、メタンガスの発電なんですけれども、

もう学ぶところが多かったんですが、ここは太陽光、

風力。風力は羽島のような大きいのではないんです。

小さいの。それから砂防ダムとか川があって３カ所、

小水力発電をやっているんです。そして、公園とか、

うちでいえば生福の防災ダムですけど、ああいうよ

うなところで発電をして、公園を電気で明かして、

余ったのは売電をするということでしたけれども。

川で３カ所、小水力発電をやっている。 

 それから、メタンガスのほうは、生ごみ全部分別

して、畜産廃棄物も全部して、バイオマスでメタン

ガスを出すと。それで、そこから液肥と堆肥を副産

物で出して、有機農業でやるという点では、日田市

の場合はすごいです。 

 本市でも市来ダムと串木野ダムは考えてみる必要

があるんじゃないかと。日田は18メートル差がある。

50センチあれば発電するんだそうです。だから、電

気は。18メートルで３カ所小水力電があって。そこ

はもう生ごみから畜産廃棄物とか全部そこで処理し

て発電をしている。本当にすごいなと思ってきたん

ですけれども。 

 いちき串木野の場合に、私が思っているのは、羽

島のれいめいですかね。あそこに10基ありますけど、

あれは本市にとってはどういうメリットがあるのか

なと思っていますが、ちょっと。 

○市長（田畑誠一君） 答弁の前に、さっき間違っ

た事を申し上げておりましたので訂正しておきます。

きのうも中にという字を間違えましたので訂正して

おきます。 

 400円から1,000円というのが74％、75と私は言っ

たんですが、74という数字は施設の増所をしてほし

いという数字です。施設をつくるのはいいですよと

いうのが74％です。74％、アンケートの結果です。

400円から1,000円ぐらいやったらいいよという方は

33.7です。これが正確ですので、訂正をさせていた

だきます。 

 それから、アンケートの2,000人余りは正確です。 

 再生可能エネルギーの推進についてでありますが、
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国におきましても、太陽光発電、風力発電、バイオ

マス、水力発電、地熱発電、太陽熱利用、温度差熱

利用、地中熱利用、それから波の力、波力、潮汐、

潮の干満を利用した潮汐乖離を利用した潮流発電な

ど再生可能エネルギーを推進しております。 

 市といたしましても、地域における再生可能エネ

ルギーの推進に取り組んでいるところであります。

特に、昨年は民間事業者によるメガソーラー事業や

大規模風力発電が運転を開始したほか、経済産業省

から西薩中核工業団地を中心とした次世代エネルギ

ーパークが県内で初めて認定をされるなど本市にお

ける再生可能エネルギーへの取り組みが大きく前進

いたしました。 

 今後の再生可能エネルギーのさらなる導入につい

ては、地域経済の活性化につながるものであること

を基本に、民間事業者と連携を図りながら進めるこ

ととしております。 

 例を挙げますと、さっき水力、ダムをおっしゃい

ましたが、洋上版といえばいいんでしょうか、洋上

風力発電につきましては、平成20年度にＮＥＤＯの

事業を活用して、串木野市漁協の協力を得ながら風

力発電と魚礁設置を組み合わせた洋上風力発電実証

研究可能性調査を行ったところであります。今後民

間事業者による事業化が期待をされるところであり

ます。 

 また、バイオマスについては、本年度、国土交通

省の先導的官民連携事業の支援を受けて、工業団地

内の下水汚泥や食品企業の残渣などバイオマス資源

を活用して、工業団地内に熱を還元する事業の可能

性調査を実施しております。 

 このほか再生可能エネルギーについては、現段階

では、事業可能性調査をしておりませんが、再生可

能エネルギーの利用技術はまさに日進月歩でありま

す。これまで考えられなかったエネルギーの活用も

今後可能になることも考えられますので、引き続き

いろいろ例をお述べになられましたが、情報収集に

努めてまいりたいと考えております。 

○17番（東 勝巳君） 私が今聞いているのは、れ

いめい風力発電所は本市にとってどういうメリット

があるかというのが一つと、それから串木野ダムと

市来ダムに小水力発電を検討はできませんかと二つ

聞いています。 

○政策課長（田中和幸君） れいめいの風力発電所

につきましては、市にとりましては固定資産税の収

入になる、そういうメリットがございます。 

○17番（東 勝巳君） 幾ら。 

○政策課長（田中和幸君） 小水力発電の件でござ

います。これにつきましては、鹿児島県による一斉

調査が行われた中で、年間を通じて安定した水量確

保が認められないということから、現時点では対象

にはならないといった、そういう経緯がございます。 

○17番（東 勝巳君） 固定資産税は幾ら、れいめ

い。後でいいですけれど、私はこのれいめいのとき

に、自分の感想ですが、景観上どうかなと僕は思っ

ているんです。景観、山の景観が一つと、やっぱり

低周波音が出るので、今すぐ体にどうということは

ないんだけど、相当長期で影響するので、ちょっと

あれは、万福とか下山集落の中で出ているけど、ち

ょっともう少し人家から離れたところに設置すべき

じゃなかったかなと僕は思っています。 

 それから、余り大きくて、景観もちょっとどうか

なという感想を持っていますけれども、私が言いた

いのは固定資産税でしょう。額はわかりませんけれ

ども、償却資産だから、風力発電は20年ぐらいでど

んどん下がっているんでしょう。税金は下がってい

く。下がっていなくても、固定資産税というのは、

基本財政収入で75％は国が持って行くんですよね。

もう実際は25％が残るということになるので、私は

高知の梼原の例で聞いたんですけど、そういういち

き串木野が持っている風力発電ができる資源を何か

よその会社にも訴える感じなんだけど、私はもっと

小型で人家をもっと離れて、風力発電の建設した後

のメンテナンス、20年間ですけど、10年から後は大

分故障が出ると言われます。そういうのは全部地元

業者が関係するような、そういうのをしないと、せ

っかくの資源がもう会社に持って行かれたような、

大型店のような感じで僕は感じているんですけれど

も。 

 やはり今後は、もっと人家を離れる問題と、もっ

と小型で、地元の電器屋さんが、設置から。太陽光
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はそんなふうになっていますけれどね、地元の業者

さんが設置からメンテナンスまで全部かかわりがあ

るようにすることが必要ではないのかなと思ってお

りますけど、どうですか。 

○市長（田畑誠一君） まず、建設に当たって景観

というお話をなさいましたが、県のほうに景観条例

がございます。そういう厳しいチェックを受けて建

設に至ったわけですが。 

 今、理想として、より小型で、そして地元がとい

うお話ですけれども、私も詳しくはわかりませんが、

今回できたこの10基というのは非常に大型でありま

す。よくわかりませんが、採算性とかいろいろなこ

とやら考えた場合、大型の場合、今回ああいう大き

なのを建設するとなったら、地元では現段階では対

応できなかったんじゃないかなと。私の考えですけ

れども捉えておるところであります。 

 それから、資産税のことは答弁させます。 

○財政課長（中屋謙治君） 風力発電、固定資産税

の関係ですが、詳しい数字はちょっと手元に持って

おりませんが、おおよそ5,000万円程度ということ

で見込んでおるところでございます。初年度5,000

万円程度、このような見込みを立てておるところで

ございます。 

○17番（東 勝巳君） 基準財政金額はそうじゃな

いんですか。 

○財政課長（中屋謙治君） 交付税の関係でござい

ますが、議員仰せのとおり、25％につきましては市

の実収入ですが、４分の３につきましては収入に組

み込まれるという仕組みでございます。 

○17番（東 勝巳君） 私は今10基がどうこうとい

うんじゃなけど、今後考える場合、余り大型じゃな

くて、地元業者がちょっとかかわりができるような、

そんなものをつくっていったほうが地域の経済に効

果が出る。そこにはやっぱり雇用と所得が生むわけ

ですから。それが一つです。 

 それから、鹿児島市が今度何か再生可能推進課を

つくったですよね。ここはどうなのか。ちょっとあ

れで見たんですけれども。 

 全国でエネルギービジョンというのかな、作成し

ているところが45％。これは時期が違う。私が見た

のでは45％の自治体がつくっているけれど、つくっ

ていないところが半分以上あるということだけど、

うちはどうなっているんですかね。 

○政策課長（田中和幸君） 本市におきましては、

地域省エネビジョンともう一つ、新エネルギービジ

ョン、ちょっと時期的には早い時期につくっており

ますが、作成はしております。 

○17番（東 勝巳君） 所管はどこがあって、再生

可能エネルギーの問題で、推進しているんだけど、

どこが所管しているんですか。 

○政策課長（田中和幸君） 現在、政策課で所管さ

せていただいております。 

○17番（東 勝巳君） 何名体制でやっているんで

すか。 

○政策課長（田中和幸君） 専任としては設置して

おりません。 

○17番（東 勝巳君） 今後、やっぱり地域活性化

の上で、太陽光、風力でしょう、水力、バイオマス

ってあるんですけど、食のまちじゃないけど、この

再生可能エネルギーも体制として、鹿児島市は推進

課をつくったそうですけど、そういう取り組みをす

るに値する事業じゃないかなと思うんですが。 

 風力はやはり低周波音もあるし、地熱は地熱で霧

島なんかで温泉の水源でいろいろ苦情が出たんだけ

ど、一番いいのはやっぱり水力とかこういうのは本

当に魅力があるなと私は思っているんですけど。今

後、風力をまだ増やす、そういう計画はあるんです

か。 

○政策課長（田中和幸君） 現在のところは、昨年

の風力発電所も民間事業さんによって行われたもの

でございます。行政のほうに連絡調整というような

形でのお話でございまして、現在につきましては、

実際の事業として動いているものはございません。

ただ、検証段階とか研究段階でこちらのほうと若干

情報交換をさせている例はございます。 

○17番（東 勝巳君） 私が聞いているのは、高知

の梼原町のように、町が設置をしてその収益でいろ

いろ地域活性を図っているところがあるんだけど、

そういう企画はないんですか。 

○副市長（石田信一君） 再生可能エネルギーにつ
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きまして、御意見がございますけれども、これにつ

きましては、これからの、本市におきましても立地

可能性調査を進めております。その中で、本市が取

り組む事業、そういったものについてもさらなる研

究を進めていきたい。あるいは、民間の動きにも対

応していきたいと。そういった中で組織機構につき

ましても、その事態に応じた体制をつくりながら、

対応できるように図っていきたいと考えております。 

○17番（東 勝巳君） ちょっと後先になりますけ

れども、市長はこれは答弁しなかったです。桑茶。

ひろば欄に何回も出ます、これは。お世話をします。

お飲みになるんでしたら。 

 桑茶については、さっき言ったんだけど、かなり

これが健康上もいいし、栽培がわりかたしやすくて、

病虫害にも強いということで、過去ここはいっぱい

桑があったところなので、栽培するとすれば、十分

対応できるし、それを粉茶にして飲むと、市長も健

康になるという代物ですけど。研究してもらえます

か。 

○市長（田畑誠一君） 桑茶は食わなくて飲むとい

うことだと思いますが、飲んで健康づくりというこ

とですけれども、やはり自然の食品、緑の食品とい

うのは、非常に健康上よろしいということが化学的

にも実証されるんやないんでしょうかね。だから、

そういったのがどんどん普及していくと思っており

ます。 

 したがいまして、その桑茶自体の普及もですけれ

ども、できれば先ほど言われた地域資源ということ

で、そういった桑の栽培等もまた進められたら、な

おこれはもういいことだなと今お聞きをして思った

ところであります。 

○農政課長（満薗健士郎君） 市長の答弁を補足さ

せていただきます。 

 桑茶につきましては、本市のほうでも数年前から

耕作放棄地の解消の対策ということで、希望された

方が桑の茶の栽培をいたしております。そして、そ

ういう販売についても、会社もいちき串木野市内に

ございます。今後拡大したいという意向もございま

すけれども、従来の桑の畑につきましては、紋羽病

という病気がはびこるということで、なかなかその

後に作物がつくりにくいということもありますので、

適地を選びながら進めていくということになるんで

ないかと思っております。 

○17番（東 勝巳君） 前後しますけれども、私は

２番目の循環型のところは、全部、６次産業、とに

かく生産から加工、販売までをセットにした考えで

質問をしましたので、そのような形で、そうすると

地域の活性化に大きく役立つという趣旨の質問をし

ましたので、そんなふうに受けとめください。６次

産業化で、生産から加工販売までやっぱりここでや

ると。それを市がするか、民間にさせるかは別です

けれど。タケノコでも大豆でもやっぱり加工をして

販売までやると。そういうことで活性化が進むとい

う考えで質問しましたので、そのように。よくわか

りませんか。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど来、地域の活性化、

地域の産業、経済おこし、そしてそれが雇用につな

がる、いろいろな話を幅広い角度から御提言をいた

だいております。 

 今回、かねがね６次産業化ということも、議会の

皆さん方からたびたび御意見、御提言をいただいて

おりましたので、今年、この25年度に当初予算に今

６次産業化の可能性調査の予算をお願いをしており

ます。 

 内容は、ちょっとお述べになりましたが、まず一

つは、市内の各地域でどのような農産物がされて、

出荷をされているのか。 

 二つ目が、農産物で新たに付加価値をつけられる

ものは眠っていないか。さっき話をされた例です。 

 それから三つ目が、商品化実現への可能性やマー

ケティング調査、それからニーズの調査を実施しよ

うと。 

 四つ目が、商品化への具体的な工程や支援制度な

どを提案をして、先ほどから言われておりますよう

に、農業所得の向上のため、生産者、行政、関係機

関が連携して、地域おこし、経済おこしに６次産業

化へ向けての取り組めるようにしていきたいという

考えで、今回、皆さん方の今までの御意見を踏まえ

て予算化をしておりますのでよろしくお願いをいた

します。 
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○17番（東 勝巳君） 終わります。 

○議長（下迫田良信君） 以上で、本日の日程は終

了しました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（下迫田良信君） 本日は、これにて散会し

ます。お疲れさまでした。 

         散会 午後３時26分 

 


